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プロジェクト推進会議の記録



西本翔馬、岡本卓也、西田尚浩、神前沙織、小泉朝未

ゲスト：北尾優樹／京都府警察本部 少年課 少年サポートセン

ター 相談・支援係主任、高田育子／

検察事務官、Kyoto Dance Exchangeメンバー、田中幸恵／

NPO法人ダンスボックス　コーディネーター

内容：

1. はじめに

2019年度事業内容の経過報告（主たる体験活動の経過）／

2019年度事業内容の経過報告（評価分析、藤川）

2. ゲストの自己紹介

3. 更生保護に関わる創造的なダンスの活動 事例紹介

4. 意見交換「更生保護を入り口にダンスを社会システムに取り入

れるには」　

2．第一回推進会議 議事録

テーマ「小学校・中学校での創造的なダンスの活動」

2019年6月23日［日］

参加者：藤川信夫、沼田里衣、渡邉和也、内田桃子、

岡﨑弘、隅地茉歩、阿比留修一、岡本卓也、

西田尚浩、神前沙織、小泉朝未

ゲスト：大阪府堺市・和泉市教員／遠藤美希、小村阿紗子、

串畑ひかる、廣岡あかね、山田彰良、横山海二

―H29・31年度JCDNコーディネートによる「文化芸術による子

供の育成事業」の実施校、担当教員など、推進委員の渡邉先生

の声掛けにより計7名の先生方にご参加いただいた。 

◎事例紹介-1 全国小中学校での創造的なダンスの活動実施例

報告者：神前

―本会議に合わせて次の資料（P43－45）を作成し、学校教

育現場における創造的なダンスのこれまでの経緯を簡単に振り

返った。

̶

2010年3月に宮崎から高橋先生他にお越しいただき、勉強会を

行った。その時に、高橋先生から「アーティスト派遣型と、学校の

先生がアートを教える型の間の活動が普及の段階で必要ではな

いか」という提起を受けた。今日、この後に事例紹介をしていた

1. 推進会議の目的と概要

（1）推進会議の目的

2018年度に続き2年目の会議となるため、今年度掲げた本プロ

ジェクトの2つ目の目的「社会的支援が必要な児童青少年を対象

とする体験事業の実施先を新たに開拓し、社会的課題に取り組

む諸団体と芸術団体が連携し、自己肯定感の向上に資する取り

組みを実施していくモデルケースを構築すること」について話し合

う場とする。そのため、全3回の会議のテーマを教育・児童福祉・

更生保護に設定し、1回ごとにそれぞれの分野のゲストを招くなど

により先行事例を伺いながら、議論を行った。

（2）推進会議の概要

会場：東山いきいき市民活動センター 14:00－16:30

［第一回］ テーマ「小学校・中学校での創造的なダンスの活動」

2019年6月23日［日］

参加者：藤川信夫、沼田里衣、渡邉和也、内田桃子、

岡﨑弘、隅地茉歩、阿比留修一、岡本卓也、

西田尚浩、神前沙織、小泉朝未

ゲスト：大阪府堺市・和泉市教員／遠藤美希、小村阿紗子、

串畑ひかる、廣岡あかね、山田彰良、横山海二

内容：

1. はじめに

2019年度事業内容紹介／推進会議3回のテーマ・目的など／

体験活動の調査・分析について（内田）

2. 各委員、ゲストの自己紹介

3. 小中学校・高校でのダンスの活動 事例紹介

4. 意見交換「学校を入り口にダンスを社会システムに取り入れるには」

［第二回］ テーマ「児童福祉施設での創造的なダンスの活動」

2019年9月29日［日］

参加者：藤川信夫、竹内香織、沼田里衣、岡﨑弘、

隅地茉歩、阿比留修一、蔵田翔（岡本代理）、

西田尚浩、神前沙織、小泉朝未

ゲスト：小川祐美／母子生活支援施設A児童支援員主任、

飛永吉哉／児童養護施設「平安養育院」指導員主任、

田中幸恵／ NPO法人ダンスボックス コーディネーター 

オブザーバー：倉谷誠／

京都市文化市民局 文化芸術都市推進室 文化芸術企画課 

内容：

1. はじめに 本年度事業内容の変更点と経過報告

2. 児童福祉施設でのダンスの活動 事例紹介

3. 意見交換「児童福祉を入り口にダンスを社会システムに取り入

れるには」

［第三回］ テーマ「更生保護と創造的なダンスの活動」

2019年12月21日［土］

参加者：藤川信夫、伊藤駿、竹内香織、渡邉和也、岡﨑弘、
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〈教育現場とダンスの関りについての報告〉

2019年6月23日  NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク

◎学校ダンスの変遷

1881年に「遊戯」というかたちで、御茶ノ水大学の小学校で始まる。戦後になって、学習指導要領の中に、ダンスという言葉が入るようになる。その後様々

な変遷があり、1989年にそれまで女子だけだったのが、男女共修になった。しかし選択性でダンスをとらなくてもよかった。そして戦後約60年たってようや

く、平成20年度（2008年）に新しい学習指導要領が改正公示され、平成24年度（2012年）に向けて中学校で男女とも完全必修化の流れになった。

※小学校ではずっと前から男女ともに｢ダンス｣という名前ではなく「表現運動」という名前でダンスをやらなければならず、やってきた、ということになっている。

◎ダンス文化における、学校ダンスの位置づけ

学校の中で扱うダンスは大きく、創作ダンス、リズム系のダンス、フォークダンスの3つの柱に分けられます。それぞれの目的は、創作ダンスは、子供た

ちが目覚めていくこと ／リズム系のダンスは、子供たちがダンスで楽しむということ ／盆踊り・フォークダンスは、子供たちに文化を体験してもらうこと。

（2010年3月 学校ダンスについての勉強会（主催：JCDN）＠京都 宮崎大学 高橋るみ子先生のお話しより抜粋）

■学校の教育課程において外部講師としてダンスのアーティストが授業を行う全国の例

・2000年 NPO法人芸術家と子どもたち（東京）による「ARTIST’ Studio in A School（ASIAS）」が始まる。

→都内の公立小中学校児童を対象に、ワークショップ型授業、アーティストと先生の共同作業による授業づくりを積極的に行い、現在も実施されている。

https://www.children-art.net/asias/school/  全国各地の文化財団、NPO、自治体がArtist in Educationのプログラムを作るモデルとなる。

̶

・2004年 トヨタ自動車のメセナ活動「トヨタ・子どもとアーティストの出会い」が始まる。（－2016年）

→全国のアートNPO等との協働プロジェクトとして京都から始まり、全国的な拡がりをつくる。実施地域）京都・大阪・愛知・沖縄・北海道・群馬・大分・

岡山・宮城・石川・岩手・高知・鳥取 ※うち、沖縄・北海道・岡山・岩手は現代アート、音楽・演劇のみ。他はダンスを含む多ジャンル。12年間で15地

域87校/カ所でワークショップを実施、8000人の子どもたちが参加。（公式ドキュメント・ブックより http://artists-children.net/activity/pv/TOYOTA_web.pdf）

̶

・2004年 NPO法人STスポット横浜と神奈川県、神奈川県教育委員会による「アートを活用した教育活動の構築事業」（－2008年度）

2008年 NPO法人STスポット横浜、横浜市、横浜市教育委員会、横浜市芸術文化振興財団の4者により「横浜市芸術文化教育プラットフォーム」

が始まり、現在も続く。（事務局 NPO法人STスポット 地域連携事業部）  https://y-platform.org/index.html

→活動のほとんどを行政の補助金で運営。横浜市の中長期計画で位置づけ。横浜市内外の芸術団体・公立文化施設36団体がコーディネート団体

として学校へ。体験型と鑑賞型の2プログラム。

̶

・2005年 財団法人地域創造による「公共ホール現代ダンス活性化事業（通称・ダン活）」が始まる。

→現代ダンスの自主事業をあまり行ったことがないホールを対象とした公演とアウトリーチのプログラム。アウトリーチ先は学校に限らず、かなり幅広い（別

紙1参照）。年間約10-18地域の公共ホールで実施。都市部に限らず人口の少ない地域にダンスを届けるはじめの一歩になっている。

http://www.jafra.or.jp/j/guide/independent/play02/

̶

・2009年 文部科学省による「児童生徒のコミュニケーション能力の育成に資する芸術表現体験」（「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」）が始まる。

（2019年から文化庁「文化芸術による子供育成総合事業」）  http://www.kodomogeijutsu.go.jp/index.html

→文化庁の「子どものための優れた舞台芸術体験事業（現在は「文化芸術による子供育成総合事業」）」と同時期に、特にコミュニケーション能力の向上

に特出し、従来の芸術鑑賞に付随するワークショップではなく、体験事業を主体としてアーティストを派遣するプログラムを文科省の事業としてスタート。

学校申請方式とNPO等によるコーディネート方式の2方式。この国の支援制度により、行政や公共ホールにとどまらず、NPOが国から委託を受けて

事業を実施できるようになる。予算規模は、1億（2011）－7000万（2019）。ダンス分野のコーディネート団体は、前述の芸術家と子どもたちのほかに、

NPO法人JCDN（2011年から計39校）、NPO法人DANCE BOX（神戸）、など。

［その他、京都の事例］

・京都府 文化を未来に伝える次世代育み事業「学校・アート・出会いプロジェクト」

―2012年、国民文化祭・京都を契機に開始。京都内外約30の団体・個人がコーディネーターとなり、学校にアーティストを派遣するほか、地域の

文化施設が次世代に向けた取組を実施する。所管は京都府文化スポーツ部文化芸術課。今年度予算24,299千円。

・京都市 「ようこそアーティスト」 （別紙2参照）

・NPO法人子どもとアーティストの出会い（事務局：京都）  https://www.npo-kad.com/

―トヨタ・子どもとアーティストの出会い事務局のスタッフにより法人化。TOA、日本写真印刷株式会社など、主に企業との協働による事業を継続実

施。他に、文部科学省委託「児童生徒の人間関係形成能力やコミュニケーション能力等の育成に関する研修等の調査研究事業」にて、ダンスを用

いたワークショップ型授業のモデル「ダンスで、理科を学ぼう」を数年にわたって研究報告している。

全国小中学校での創造的なダンスの活動実施例 レジュメ
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分類 対象 ダン活実施年・地域

教育 幼稚園 園児・教員

グレー部分は書ききれな

いため割愛。

学校では、14年間で

約339回実施している。

小学校 児童（特別支援学級）

教員

中学校 生徒

部活動（演劇部）

高等学校 生徒

部活動（ダンス部・演劇部・郷土芸能部・ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞﾘｰﾀﾞｰ部）

特別支援学校 生徒

専門学校 幼稚園教諭など保育関係

大学 短期大学保育科、教育学部幼児教育

人間発達科学部（地域スポーツコース＋発達教育・福祉コース）

幼児・児童教育学科（人間と運動・運動学）

芸術・スポーツビジネス専攻

身体パフォーマンス（日本の踊り）

モダンダンス部

大学院

フリースクール 不登校児童 H26 高知市 H30 国立市

H30 西宮市

福祉 保育所 園児・保育士

学童保育 小学生

高齢者福祉施設 老人ホーム（通所者、入所者）
（特養、養護、軽費、グループホーム、福祉センター）

H19 南相馬市 H19 丸亀市

H19 城陽市 H21 鹿屋市

H21 可児市 H21 鹿屋市

H21 茅野市 H22 君津市

H22 西宮市 H22 名護市

H24 新温泉町 H24 八戸市

障害者支援施設 福祉作業所（通所者） H18 平塚市

地域活動支援センター（通所者、アートセンター利用者） H19 南相馬市 H20 佐賀市

H26 高知市

生活介護事業施設（通所者） H19 南相馬市 H19 河内長野市

H20 深川市 H30 半田市

就労継続支援事業所（通所者） H21 可児市 H24 川根本町

H29 川根本町

障害者入所支援施設（入所者） H19 河内長野市

知的障害児通所支援施設（通所者） H22 西宮市 H30 浦添市

児童デイサービス事業所（通所者） H22 山口市

総合福祉センター（通所者） H26 ひたちなか市 H28 八尾市

児童福祉施設 児童養護施設 H29 徳島県 H30 西宮市

保健センター 健康づくりレクリエーション参加者など H23 高石市 H30 浦添市

子育て総合センター 保育士、幼稚園教諭 H30 西宮市

子育て支援団体 利用者 H24 箕面市

人権文化センター 利用者 H24 箕面市

医療 病院 入院患者（長期療養中の高齢者） H20 佐賀市

生涯学習 社会教育施設 高齢者（講座受講者、健康体操参加者）、舞踊グループ H20 北上市 H22 君津市

H25 朝倉市 H29 宮崎市

スポーツ施設 体育館事業のスポーツクラブ会員（高齢者） H17 名取市

市民大学講座 高齢者（講座受講者、フラダンス部） H24 新温泉町 H25 成田市

H26 滝川市

児童高齢者交流施設 利用者（子ども、高齢者） H23 港区

市民団体等 文化団体 フラダンスサークル H17 多治見市 H27 御殿場市

民族舞踊団体 H18 都城市 H19 珠洲市

バレエ教室 H19 珠洲市

フラダンス＋新舞踊＋ジャズ体操（団体間交流） H20 北上市

市民劇団 H21 八王子

ダンススタジオ（ヒップホップ、ジャズ） H22 西宮市 H25 多可町

児童合唱団 H24 和光市 H30 西宮市

シニア劇団、ミュージカル劇団 H24 箕面市 H30 小牧市

3B体操 H27 仙台市

民俗芸能保存会（踊り）の会員 H24 新温泉町

こども劇場 会員 H25 野田市 H25 成田市

H29 入間市

スポーツ団体 レクリエーションバレーのチーム H27 西条市

多世代交流等協働事業ネットワーク団体 子ども H27 北九州市

まちづくり推進委員会 各部会代表 H29 宮崎市

企業等 工業団地組合 組合企業（20代～ 30代職員） H21 可児市

鉄道会社 イベント企画部門職員 H28 川西市

銀行、信用金庫 支店行員 H20 松山市 H30 豊橋市

機械部品製造業 社員 H25 朝倉市

FM 職員 H30 豊橋市

行政等 町役場 職員（入庁3年以内）、教職員 H29 川根本町

警察署 署員（研修として） H27 西条市

国際交流協会 日本語教室参加者 H30 半田市

その他 仮設住宅団地集会施設 入居者・事務局員 H26 大船渡市

子どもを対象にした仕事体験やものづくり体験ができる施設 H27 静岡市

（別紙1）公共ホール現代ダンス活性化事業（一般財団法人地域創造）による、ダンスアウトリーチの事例｜（H17/2005－H30/2018）2019年6月集計
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2019年6月21日

「ようこそアーティスト 文化芸術とくべつ授業」事例報告

（公財）京都市芸術文化協会 竹内香織

１. 実施概要

・主旨 子どもたちが，文化芸術に親しむきっかけを生み，豊かな感性や人間性を育むとともに，多様な文

化芸術を学び，体験することで自分の言葉で国内外に伝える力を養うことを目指し，伝統的な文化芸術から

現代芸術まで，幅広い分野にわたり京都で活動する一流芸術家を小学校等に派遣して授業を行う。

・実施体制 主催：京都市（文化芸術企画課）

 企画・実施：（公財）京都市芸術文化協会　

・特徴 授業の一環として学校，保育園・幼稚園，児童館等子どもの施設で実施

 講師陣は，第一線で活躍するアーティスト

 専任スタッフが，講師と学校現場をコーディネート

 受益者負担は0円（全額公費負担：宿泊税の活用，文化庁補助事業）

・実施実績 12年間の受講者　　　合計 19,919人

年度 実施分野数 実施校数 人数

H 19 11 16 842

H 20 14 20 1,036

H 21 15 18 922

H 22 17 21 853

H 23 19 23 1,480

H 24 20 20 1,346

H 25 21 23 1,290

H 26 21 21 1,427

H 27 21 41 2,471

H 28 20 40 2,361

H 29 23 40 2,845

H 30 24 50 3,046

・令和元年度の実施について

実施予定数　46箇所（小学校30、中学校4、総合支援校2、児童館3、保育所・園3、幼稚園3）

予算総額　　14,565,000円

２. ダンスの実施回数について

H19年度―R1年度まで、合計47カ所で実施。1か所につき90分の授業を行った。

（別紙2）京都市による「ようこそアーティスト文化芸術とくべつ授業」 資料
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だく堺市は、その点に取り組めた活動だった。アーティストがま

ず小学校へやってきて、学校の先生に授業を引き継ぎ、創作を

完成させて発表という流れで活動を実施した。

◎事例紹介-2 堺市の小学校での創造的なダンスの活動例

報告者：渡邉和也（大阪府堺市教員／当プロジェクト推進委員）

̶

創造的な教育を大事にしなさいと言われているが、外部の講師を

呼ぶことで補っている部分がある。外部任せの雰囲気を教員も変

えていく必要がある。

̶

活動後の発表会では、誰かの合図をもとに次のシーンに変わるな

ど、その場その場で即興的にダンスを構成することができた。ス

トーリーと音はアーティストより提供してもらい、ダンスは子ども

たちがそれまでのワークを組み合わせ、独自に作ることができた。

̶

最終回に行った学校間のダンス交流会について（5－6年生対象）。2

つの小学校のダンス体験授業で作った作品を、お互いに見せ合

う交流会を行った。まずアーティストと子どもとの出会いの時間を

作った。アーティストの東野祥子さんとセレノグラフィカさんが子

どもを巻き込む形で踊ってみせた。その後、両方のアーティスト

のワークショップを生徒200名ほどを対象に体育館で一斉に行っ

た。子どもたちは創造的なダンス（コンテンポラリーダンス）とい

えば、自分の学校で授業を担当していたダンサーのスタイルをそ

のまま自由なダンスと捉えていたと思うが、交流会で複数のアー

ティストを見て、コンテンポラリーダンスってもっと広がりのあるも

のだと感想を持てたようだった。

̶

浜寺小では創作が2回目になると、子どもたちをほったらかしにし

ていても、どんどん創作が進んだ。

̶

創造的なダンスの活動を学校で残していくために提案できること

―実践事例集、実践モデル校を増やし、先生に伝える

―行事化する。運動会は教育的価値ははっきりしないが、慣習

的に進んでいる。現場に必然性を持たせる。

―研究体制の確立。研修会、体育研究団体との連携が可能

◎事例紹介-3 特別支援学級での創造的なダンスの活動の取り組み

報告者：セレノグラフィカ（隅地茉歩・阿比留修一／当プロジェクト推進

委員）

̶

学校へのアーティストの派遣事業は、単発のワークショップを行

うだけかという質問を受けることがあるが、コーディネートの次第

で、ワークショップは複数回実施できる。私たちは一校を除いて、

創造的なダンスのワークショップをそれぞれの学校で9回実施し、

作品創作まで行った。全て参加者は15人前後だった。

̶

自己肯定感を向上させてもらったのは私たちアーティストの方。

ただ、資料（以下の事例）には自己肯定感にまつわる変化を感じ

た例をピックアップした。

̶

事例について

（例1）立川市立の小学校特別支援学級（2－6年生）：自分のダンス

を保護者に見てもらったあと、嬉しそうに「僕のダンスはどうでし

たか?」と尋ねていた。

（例2）荒川区立の小学校特別支援学級（1－6年生）：言葉や行動が

荒い子が、授業が終わってから体育館に戻ってきて踊って見せて、

「ダンスしたら身体に春風が吹くんだよ」とコメントをした。

（例3）足立区立の小学校特別支援学級（1－6年生）：ここでは別の

学年の子たちをお客さんにして発表した。観客だった通常級の

一年生の子のコメント「おもしろくてきれいだからわたしもやりた

い」。参加した子の嬉しい気持ちも感じられたそう。

（例4）福島県立勿来高校演劇部＋くぼた校（高1－3年生）：演劇

部の子と特別支援の子たちのインクルーシブなワーク、作品作

り。福島県でのはじめての取り組み。高校と支援学校を併設

しているので、交流できたらというアイディアだった。しかし初

年度で、何から始めていいかわからなかった。その時にちょう

どセレノグラフィカがいわき市を訪問することになっていたので

マッチング、発表は劇場で行うことができた。このことをきっか

けに演劇部の子が一人芝居を作り、県で受賞。「ダンスを通じ

た、他者との出会いがその一人芝居を作った子にとって、すご

く意義のあることだったのだと思う」と後から担当の先生に感想

をもらった。

１．モデル授業の提⽰
} 「指導の仕⽅(知識)」を現場に残す
} 実践モデル校を増やしていく
} 実践事例集の作成

２．⾏事化
} 「創作ダンス発表会」の⾏事化
} 現場に必然性を持たせる取組の推進

３．研究体制の確⽴
} 教師向け「創作ダンス研修会」の実施
} 実践事例集の作成
} 体育研究団体との連携

堺市の小学校での創造的なダンスの活動例  スライド資料
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だから。さらにダンスで連携するというのは、体育科の先生でも、

表現運動は体育大学で学んだ経験くらいしかないので距離があ

る。うちの学校では、最終的にはセレノグラフィカのお二人に入っ

てもらった後、興味を持っていなかった先生からも提案があった。

まずはダンスでの連携がどういうことなのか、先生に経験しても

らわないと説明や納得は難しい部分がある。

西田：私はユースワーカーとして、若者支援の一端を担っている

が、ダンスの事業を行うときは、ダンサーとコミュニケーションを

取り、すり合わせないとなかなか進めるのが難しい。異分野で共

同作業していくと、互いに大切にしていることがせめぎ合い、こ

れは譲れないという話になることがある。

渡邉：学校の先生はしなければならないことには真面目だが、そ

れ以外は基本的にしたくない。しなくてもいいことをさせられてい

るという気分になると、モチベーションが上がらない。自分のクラ

スや学年がしんどいときに、子どもの課題を言われることが、先

生方自身が否定的に見られるという印象につながり、自分の指導

力のなさ、恥ずかしい部分を見られたくないという先生が多い。

神前：堺市の活動はかなり上手くいった事例で、実施校が決まる

スピードも早かった。他のケースでは実際に希望があって伺って

もニーズがつかみづらく、連携が難しいと感じるケースも少なか

らずあった。ダンスでの連携がどういうことなのか、たしかに説

明だけでは難しいと感じる時もある。

藤川：先生方のお話を聞いていて、学校の業務は「すべきこと」と

「したいこと」に分けられるのではないかと思った。したいことを

表出できない、やってみたいと思えない環境があるのではない

か。総合的な学習の時間ができたとき、授業内で様々なことに挑

戦できることになったが、学校の中で喜んでいる人がいる一方で、

何をやっていいかわからないという人が多かった。したいことを

挑戦して、やってみていいという文化を掘り起こさないといけない

と思う。

渡邉：学校は何かを取り入れた結果、みんなが何を実現できるか

が明確でないと導入しづらい。総合的な学習では、できる・でき

ないという評価をしないので、そちらの方が創造的なダンスは組

み込みやすい可能性はある。

遠藤：中学校は総合的な学習の時間はあるが、教科担任制なの

で、他の教科との協働は難しい。中学校で求められるのは評価。

高校につながる評価を出さないといけない。体育の種目でも評価

を終着点において組み立てる。創造的に作った後、どう評価でき

る? ということが問題になる。総合的な学習では、何年生で何を

取り組むかが決まっている。各々の専門教科がある中でダンスを

取り入れるには、子どもがどう変化するかということが明確であ

ること、数の少ない体育教員が主体的に計画実施するなどのハー

ドルがあると言えばある。創造的なダンスを体育祭に組み合わせ

ることは比較的やりやすいかもしれない。

―教員どうし、教員とアーティストの連携について

西田：堺市では体育研究会など考えを共有した先生どうし、横の

つながりがあるからこそ、一緒に戦えて、創造的なダンスの活動

は広がりつつあるのではないか。一人だけで踏ん張り、新しいこ

　（例5）北九州市立の特別支援学校（小学部4－6年生、中学部1－3

年生）踊り出して止まらなくなる女子生徒がいた。その子が授業後

「わたし、ダンスが止まらない。もっとやりたい」とメモをくれた。

その子のダンスは、同じダンサーとして見入ってしまった。

　（例6）調布市立の特別支援学校（中学3年生）：自閉症と重複の

障害の子どもたちとのワークショップ。ワークを進めていく時に

私たちにとっていつも指標にしている、参加者の身体が笑顔にな

る、私たちと目が合うということが彼らとはなかなか実現できな

かった。目を合わすのがとても難しいということに、はじめ戸惑っ

た。20分の作品をどうしていくのかに難渋、最終的に一人一人の

お気に入りを聞いて、ダンスにしていった。最終学年なので自信

をつけさせたいという先生の思いも汲んで、その構成になった。

彼らは目を合わすことはないが、私たちの名前は呼びかけてくれ

る。目が合うだけが全てでないことに気がついた。ワークショッ

プをやっている時間は普段彼らがリトミックをしている時間で、リ

トミック授業はとてもオートマチックに、スムーズに進んでいるの

を見学させてもらっていた。その先生よれば、障害のある子ども

たちはランダムに立つ、好きなところにばらけて立つという形の

創造的なダンスはできないという。「彼らは決めてあげないとでき

ないです。自分で選べないんです。」と言われてしまった。ただ、

全てを決めて指示するというやり方にはどうしても抵抗があり、試

行錯誤しながら全てこちらが決めるのとは違う方法でワークを行う

方法を探した。

̶

課題だと思うこと。先生たちが学校や学級づくりで大切にしてい

ることとは違うことをアーティストのような外部の人が持ってくると

きに、まず初めに互いに何を大事にしているかというところから

話をしないとうまくいかないのではないか。また、ダンスだけで

子どもとのやりとりをなんとかしないといけない、とワークショッ

プを組み立てると何かが硬直してくるようにも感じる。東山区の開

睛館小中で実践したように、美術など何かと一緒にやってみるこ

とが新しいものを開くのではないか。別の科目と一緒にやってみ

るのもありかもしれない。

̶

普段のワークでは、ナビゲーター同士が何をしているのか、見

あって、フィードバックをすることを大切にしている。同じように、

体育の先生たちと一緒にフィードバックをして、体育の方面で大

切な部分、アーティストにとっても同じように大切な部分などそれ

ぞれの見方を明らかにできるとよいのではないか。

◎意見交換

西田：堺のように理解のある学校だけでなく、そうでないところに

WSをどうやって導入できるだろうか。京都市では、学校現場の

先生が新しいことを一緒に考える余裕がなさそうだった。働き方

改革で、部活指導員が国家資格になることが決まってきている。

その分、以前よりは外部の専門家が学校に入っていきつつある。

ただ、経験上、学校の先生は外部の人間が入ってくることを嫌が

るように思う。外部との連携は難しいのだろうか?

横山：まず先生にとって連携は、単純に時間が取られるイメージ
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とを始めることは難しい。先生どうしも、教科を横断した連携が

必要なのかもしれない。

隅地：確かにダンスなんてしなくてもいいという先生が学校の中で

上の立場の時もある。劇場でも孤軍奮闘していて、心が折れてし

まう話をよく聞く。例えば、研修会とか、それほど堅苦しいもの

でなくても、日常的に横断して話し合うこと、常にあちこちで個人

的に、グループで話せる雰囲気になるといいのかなと思う。

岡崎：体育の中だけでなく、他の教科の先生との連携は難しいか。

渡邉：今の枠組みでは体育の中での連携しかできていない。

岡崎：各教科の中でやるべきことは決まっていると思うが、異なる

やり方の教科指導をやりたいと思っている人を発見できたら、巻

き込んで一緒に何かやることはできるのでは? それによって創造

的なダンスの活動に賛同する教員が増えていくのではないか。

西田：アートという形なら、音楽も美術も含むし、価値観を共有し

て広く連携ができそう。

藤川：アートだけでなく、理科のように、違うことを取り入れること

にもインパクトがある。遺伝の法則など、イメージを掴むために

創造的なダンスは取り入れられるだろうと思う。

神前：事例紹介のスライドで、渡邊先生が学校に創造的なダンス

を広めるために三つの柱を出してくれた。1のモデル授業の提示

は、文科省（現在は文化庁）のコミュニケーション教育のアーティ

スト派遣によって全国的に普及しつつあるが、そのほかの事例集

の作成や学校の中の研究団体との連携はまだこれから考えうる

ポイントだと思う。事例集については、JCDNでも以前に着手し

たことがあった。その時に難しかったのが、アーティストは創造

性、表現性を最終目標にする。しかし現場の先生のニーズは分か

りやすくすぐ使えるもので、そのニーズに答えようとすればするほ

ど、単なる模倣のための事例集になって先生自身のクリエイティ

ビティが失われる懸念があり、難航した。組み合せることのでき

るワークの素材を掲載し、教員にもアンケートを取ったが、ワーク

を組み合わせ創造的な活動を組み立てること自体がとても難しい

という意見が多かった。

隅地：その事例集ではワークの素材は10分ほどで、組み合わせて

45分にできるように作った。先生にもオリジナリティを持ってやっ

てもらいたいと思うが、忙しさなどで難しい。どうカテゴライズし

てダンスを載せれば使いやすいのか、もっと先生方にリサーチで

きればよかった。

山田：セレノグラフィカとの授業を実施した時に、同じ学年の他二

人の教員とは、体育の授業としてやりたいことが異なり、せめぎ

合った。その時に「ダンスを授業に入れるなら、山田くんどうやっ

たらいい?」と問いかけられて、僕がかなり細かく案を出した。体

育主任をしているので、五年生で表現活動をすると決めて、授業

をこう組み立ててくださいとプランを決めて渡すと、授業自体は

熱心に行う先生たちなので、しっかり取り組んでもらえた。想像し

ている以上に細かく、何をどのようにするという形で事例をあげ

ないと、授業での普及は難しいと思う。

隅地：先生たちはすごく具体的に疑問を持たれる。ワークの進

行を山田先生とは長い時間、議論した。子どもが活動の中で

こう躓いたらどう対応するか、何分で何をやってどう移動する

かなど、先生たちの細かな疑問は私たちには無い視点である

ことも多い。アーティストの側も、派遣されて三日間行って何

かやったらいいという構えだけでなく、教育に対して先生が何

を大切にして持っているものがあるのか、そこを交換ができな

いと意味がない。活動の時間中、子どもたちを預けてもらって

いることが、授業の下請けになるのはさみしい。活動体験が子

どもたちの心に残るかどうかは先生とアーティストの持ち味の

交換次第だと思う。

神前：堺市の渡邉先生に発案していただき、アーティストによる数

回のWSの間に担任の先生にもダンスの授業を数回担当してもら

う連携授業を行った。双方のコミュニケーションが増え、成果が

大きかった。堺の例を参考に、その後、大津でも実践している。

アーティストと一緒にひとつの授業を進める事で、先生方の悩み

や課題をアーティスト側が聞きやすくなり、それなら次の授業で

は何をどうしようかと具体的な提案ができた。今までだとある程

度パッケージ化されたワークを持っていく中で、授業の中身を一

緒に考えるところには至りにくかった。

隅地：アーティストはある程度、活動の型を持っているけど、各

学校ではその型をどう学校に合わせていくかを今後は話したほう

がいい。

―目指す方向性

岡本：今日ゲストに来ていただいた先生方は、創造的なダンスの

効果や意義を理解して広げたいと思っている、いわばスーパー

ティーチャー。学校の中で、そういうスーパーティーチャーを増や

したいのか、ちょっとでもやってみたいという人を増やすかどっち

が良いと考えるか。

横山：後者かなと思っている。学校で先生を対象に行った創造的

なダンスの研修もそういう目的だった。少しでも参加してもらい、

表現運動に興味を持ってもらったり、授業に取り入れたりしてほし

いと思う。

廣岡：私も後者。事例集づくりの話に戻るが、まず後者にアプロー

チするために、創造性のところを削ってでも、事例集を作って取

り組んでもらうべきではと考えている。先生の理解が熟した頃に、

より創造的な方向に持っていくこともできるはず。体育大会で創

造的なダンスをするという名目でもいい。振り付けを見せるだけ

でない創造的なダンスを知ってもらうきっかけになる。

岡本：そうすると、事例集は、学校の先生側で作るほうが良いの

では? ダンサーは先生のニーズに応じて何をピックアップすれば

いいのかわからない。むしろダンサーは監修で入る方がいい。

阿比留：以前JCDNと創造的なダンスの事例集を作ろうとしたとき

は、学習指導要領改訂後、ダンスが必修に変わったばかりの頃

で、ダンスであればなんでもいいという形で学校が混乱している

印象だった。今は創造的な形のダンスが面白いというのは伝わっ

ている先生たちの仲間が増えているので、違うものができるはず。

小村：私も基本的には後者だが、学校内では「創造的なダンス」

「コンテンポラリー」それって何?という人もまだいる。ただ、体育

館をたくさん予約したり、活動後の発表をしたりする中で、少し
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のかなと思った。人権の講習会を入り口にするなどもその一つの

手法なのだと思う。

 

 

3．第二回推進会議 議事録

テーマ「児童福祉施設での創造的なダンスの活動」

2019年9月29日［日］

参加者：藤川信夫、竹内香織、沼田里衣、岡﨑弘、

隅地茉歩、阿比留修一、蔵田翔（岡本代理）、

西田尚浩、神前沙織、小泉朝未

ゲスト：小川祐美／母子生活支援施設A 児童支援員主任

飛永吉哉／児童養護施設「平安養育院」指導員主任

田中幸恵／ NPO法人ダンスボックス コーディネーター 

オブザーバー：倉谷誠／京都市文化市民局 文化芸術都市推進室 

文化芸術企画課 

―ゲストには、当プロジェクトをきっかけに2018年度・2019年

度ダンスの事業を実施した施設の担当職員にお越しいただいた

ほか、劇場を運営しながらコンテンポラリーダンスの様々な地域

活動を行うNPO法人ダンスボックス（新長田）のコーディネーター

に参加していただいた。

 

◎事例紹介-1 母子生活支援施設Aにおけるダンスの取り組み

報告者：小川祐美（母子生活支援施設A 児童支援員主任）

̶

施設について。マンションのような形。2－4階に居室がある。1階

に学童保育等に活用する場所があり、子どもたちは学校から帰っ

てきたら学童で勉強などをする。一般のところより人数は少ない。

12－13人が集まり、スタッフは5－6人在籍している。お母さんへ

の支援も行う。母子生活支援施設Aでは地域のひとり親の子ども

の支援もしているので、その子どもが来ることもある。

̶

当施設で独自に実施してきたダンスの活動について。2014年の

バザーに、バンドが来られなかったことがきっかけで始まった。

子どもたちは人前で何かをやることがなかなかないので、妖怪

体操を発表してみることになった。母子生活支援施設Aでは、

個々の関わりを中心に関係を作っていくので、これが集団での

取り組みのきっかけとなった。集団での発表が、予想以上に子

ども達が気持ちを高めていけるように感じ、それ以降、京都学

生祭典の人たちによさこいを教えにきてもらうようになった。舞

台照明をつけてもらい、衣装も貸してもらう。大掛かりなものを

やりきることで、子どもらのモチベーションになった。発表の日

には母親たちに見にきてもらっている。母親たちは、普段は余

裕がなく、子どもを褒める関わりが少ない傾向があるが、舞台

後には「よく頑張った、すごかった」と声があった。母子ともにダ

ンスを発表することについて良い反応・感想があったと思う。別

日に振り返りを実施しており、少しいいおやつを出しながら、母

子一緒に鑑賞会をしている。その後の子どもの変化として気づ

いたことは、カセットデッキを自分で持ち出して、自分で練習を

ずつ認知されてきている。授業見学にきてくれる先生もいた。知っ

ている先生の間で風通しを良くするのはできそうだと感じている。

山田：広めるにしてもいいものを広めたい。よりいいものを開発し

ていくのはスーパーティーチャーと講師のアーティストで、それが

広がるのがいいのでは。

遠藤：私も後者。体育部会というのが中学校にある。市内の先生

が集まって研修をするが、より専門的に授業をしてほしいと言わ

れている。事例集を使った研修をすれば、様々なスポーツの専門

の人がいる中で、ダンスの専門の先生と話をして、創造的なダン

スのことを共有していくことができればいいのではないかと思う。

串畑：子供が変わっていく様子を目の当たりすれば教育的価値は

否定できない。会議の主題の自己肯定感の向上については、人

権を大切にする教員らが同じように訴えている。自分だけで自己

肯定感は上がるのではなく、誰かと一緒に活動し、関わりの中で

認めてもらうことで自己肯定感は上がっていくと思う。創造的なダ

ンスにはその特徴がある。体育の表現というよりも、自己肯定感

が上がる、自己が解放されるというところを入り口にした方が他

の先生と協働しやすいかもしれない。

渡邉：「人権的であること」と「子どもの安全」は学校教育で二本の

柱になっている。

串畑：どこの学校も事例などを使って人権の研修をしている。

藤川：道徳の項目ABあたりもダンスの特徴と結びつくと思う。

山田：人権の研修は、先生が通常事例の紹介を行う。そういう場

でセレノグラフィカのWSの事例紹介をするのはどうか。

岡崎：気になっていたのは、体育ではダンスの成績をどうつけて

いるのかということ。創造性の評価のウェイトは? そこを大きくで

きなければ、結局何のダンスをやっても一緒になってしまう。この

ダンスはいろんなことを自由な発想でするところに創造力を延ば

す秘訣がある。どの学問でも日本はいま創造力が足らないと言

われている。そこを増やすひとつの手法として、このダンスをつ

かえば創造力の解放ができますよと言えるのでは。

小村：小学校の通知簿は、技能面（からだを使って動ける）と意欲関

心（やる気）と思考力の三つでつける。思考力が創造性に当てはま

るのかなと感じる。確かに子どもの創造力は目に見えて分かりに

くいので、振り返りシートで確認したりする。

渡邉：指導要領改訂で、内容だけではなく教え方（方法値の提示）

もスタンダード化した。その意味では教師の創造性はより失われ

ることになっている。

西田：確かに評価方法がきっちり決まってくると、創造的でもなん

でもなくなってくる。

岡崎：点数のつけ方がガチガチに決まってたら、授業はそういう

形になってしまう。現場の自由度が上がるような言葉の使い方を

していくのがいいのでは。創造力が高ければつけることのできる

項目をいかに作れるかだと思う。

沼田：今回の会議は、私自身が学校で活動をしたことがなく、聞

き手に回っていた。今日の学校を入り口に社会システムにダンス

を取り入れるには、という問いは体育大会が意味のあるなしを問

わずに慣習になっているように、ダンスを必要だと感じてもらえる

場をどれだけ作ることができるのかという問いに言い換えられる
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始めたりするといった自主性、やる気が見えるようになったこと。

2018年まで毎年よさこいを続けている。

̶

母子生活支援施設Aでダンスを続ける理由について。多くの子ど

もらがDVを受けたり、目撃したりした結果、存在を消すように生

活してきた子もいる。母親も養育環境に問題を抱えていることが

多い。子どもは抑圧されてきたから、自信がなくどうしても前向

きになれないところがある。学校に行けない子は学力も低く、自

信のなさが連鎖してしまう。彼らにも良いところはいっぱいあるの

に、勿体無いと感じていた。

　子どもらが気持ちを出せて、何が正解というのがないところが

ダンスの最大の魅力だと感じている。おとなしい子が学童の時間

になると、学生さんの動きを見て、「この角度がかっこいいんや」

とか、「ここをダンスでこだわってるんや」みたいに言っていて、

自信をつけていく様子を見た。新一年生で学童に入ってきた子も

それを見て、ここではダンスをやるんだということが伝わって、練

習時間に限らずダンスに取り組んでいた。母子生活支援施設Aで

は、自主性を大切にしながら、自信に繋げる関わりを続けている。

　2019年秋から始まる創造的なダンスは、振り付けを覚えられな

くてもその動きの良さを認めてもらえる特徴があると聞いて、そう

した方向にぴったりだと感じている。

―質疑応答

藤川：子どもの変化について、日誌などつけているか? 子どもた

ちの自主性をダンスによるものと判断するのか、発達によるもの

なのか切り分けが難しいところだと思う。

小川：月々の振り返りと半年に一回、支援計画の立て直しをしてい

る。そこに気になる様子を記載する、変化を残すこともある。以

前に一度、よさこいの発表に向かう姿勢にだれてきた時に、ダブ

ルダッチの発表に変えたことがあるが、失敗するかもしれない不

安から発表会に出ることを渋る子が出てきた。その教訓から、ダ

ンスの活動に戻した。ダンスの場合は、振り付けの部分は前に覚

えている子を配置したら、自信のない子どもや覚えられない子も

舞台に立てるという側面があると思う。

◎事例紹介-2 平安養育院におけるダンスの取り組み

報告者：飛永吉哉（「平安養育院」指導員）

̶

施設について。親は一緒に生活せず、子どものみが暮らす施

設。4－19歳（2－18歳の枠が基本）までの42人の子どもが暮らす。

大舎制といって、大人数で共同生活をする古い形式で運営する。

国の方針は小さい規模の施設を作る、里親制度の活用など小

規模化に向けた方向性になっている。子どもらは、食堂や大浴

場を共有で使う。基本理念が4つ（基本的人権の尊重・心のよりどこ

ろとしての施設・発達段階に応じた取り組み・家庭復帰、社会復帰への

チャレンジ）。

̶

創造的なダンスの活動について。2018年度にJCDNに話をいた

だき、初めて取り組んだ。活動をやりたい子どもを募る形を取っ

た。なんでもやって続かない子が出るのが嫌だった。最初にアー

ティストに創造的なダンスがどんなものか感じられるショーをして

もらい、その後それぞれの子どもがダンスをやるかやらないか決

めた。子ども達には、何か誇れるものがあってほしいという思い

がある。好きなこと、誇れることがダンスだと言える子どもがで

きればいいなと思っていた。施設に来る前にダンスをしていたこ

とを活動がきっかけで思い出した子どももいた。その子は今年度

も参加し、募集のチラシ作りから関わって、積極的に取り組んで

いる。ダンスの活動は、男女混合で行ったが、それまではそう

いった取り組みもあまりなかった。活動にはブレイクダンスのパー

トを入れてもらった。男子がブレイクダンスを担当して、女子は

違うダンスをするという形になるかと思っていたが、女子からも

やりたい子がたくさん出た。練習時間以外に自主的にたくさん練

習をして、発表で見せられるものになった。子どもらの方から声

が上がり、本番前にバックステージで円陣を組んで「行くぞー !」

と声を出した。観客には声だけが聞こえる形に出来上がった。

　今年もやるからには去年以上のものを作りたいと思って、衣

装を美術家の方と制作することになった。また、最初にミーティ

ングという形をとり、どういうダンスを作っていきたいか話し合う

ことから始めた。

̶

課題に感じること。見通しが立てられない子がいる。最初から最

児童福祉法38条 （母子生活支援施設）

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護
すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの
者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者につ
いて相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

→

→ DV

→ 16

→

母子生活支援施設Aにおけるダンスの取り組み  スライド資料
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が何をやっているか全体像を把握できないけれども、部分部分で

掴み、入っていく形に見える。ただ3－4年生になってくると、ダ

ンサーが何をやろうとしているかわかってきて、ダンスの何がい

いのか、どうそこに自分は関わることができるのか考えられるよ

うになってきた。今年（2019年）初めての取り組みとして、宝ヶ池・

子どもの国のステージで、大勢の知らない子どもらの前で発表を

した。普段付き合いのない子どもがいる中でも、発表ができた。

一つ一つやりきる中で自信に繋がって行くのが見えたと思う。発

表するダンスの大枠はナビゲーターのセレノグラフィカさんが決め

てくれるが、子どもらの中から出てくる動きでモンスターダンスが

出来上がった。

̶

課題として感じているのは、11月に地域での発表があるが、保護

者との接点はそのときしかない。保護者へダンスで何をやってい

るのか伝えるチャンスがない。その機会が増えればいいなと思っ

ている。

―補足など

隅地：岡崎先生が言うように、3－4年生になった途端、ダンスで自

分のやっていることを理解してくると、表現が開いてくることを感

じる。初めのシーンで、ゾンビが土に埋まっているというアイデア

を提示したら、どういうイメージで土に埋まっているのか具体的に

案を出してきた子もいた。

阿比留：本番では、雨が降った後で土が濡れていたから、最初

の土に埋まる部分はやらなくてもいいよといったが、自分たちで

やりたいと言ってしっかりダンサーとして決めたことをやりとげた。

去年リハの舞台で1年生が大泣きしたときには、上の学年の子が

「私たちもそうやった、大丈夫やで」と自分たちの経験を伝える

関係が生まれていた。

◎事例紹介-4 NPO法人ダンスボックスでの取り組み

報告者：田中幸恵（NPO法人ダンスボックス コーディネーター）

̶

JCDNと同様にダンスボックスはコンテンポラリーダン

スの公演を企画している。また運営する劇場がある新

長田の地域を拠点にダンスで繋がる企画を立てている。

担当は子どもの育成とダンスのアウトリーチのコーディネーター。

ワークショップのナビゲーターとしても活動している。神戸市の

先生とコーディネーターとの距離を近くするという課題があり、

この会議では勉強をさせてもらっている。

̶

児童福祉はどこからどこまでを対象にするのだろうと今回のテー

マを聞いて考えていた。私の所属する劇場ダンスボックスでは、

子どもを対象にしたり、子どもの周りの大人にどう関わって行くか

ということを考えてきた。

̶

コミュニケーション教育事業で近隣の学校に行くようになり、劇場

の周りで遊んでいる子どもたちから、ダンスボックスが街のダン

スの専門家と認識してもらえるようになった。彼らに劇場に遊び

後まで流れがあって、今日は作品の中のこの部分、このダンスを

やるという形で作り、練習するのではない創造的なダンス=コンテ

ンポラリーダンスに、わかりにくさを感じる子もいる。また、集中

力が持たないところがある。15分くらいが限界。途中に休憩を入

れる、おやつタイムを入れて、なんとかできる感じだった。平安

養育院での活動は、生活の延長上にあるので、生活と練習の切

り離しがしにくい。習い事としてきてほしい、切り替えてきてほし

いことを伝えている。

―質疑応答

沼田：なぜ生活とダンスを切り離さないといけないか。

飛永：甘えやすねるということがある。スタッフがその対応に回る

ことになり、練習もストップしてしまう。4回の練習で本番に行くと

いうことを自覚してほしい。すねてもいいけど、練習する時間が

なくなって勿体無いだけだと伝えた。メリハリをつけて、練習の

時は練習としたい。

神前：子どもたちは心の切り替えが難しい様子で、ワーク中もい

つも小さな喧嘩が絶えなかった。

隅地：子どもたちが見通しが持てる状態とは、どういうことか。

飛永：最初に完成形を見せてほしいと今年はお願いした。昨年は、

最初にボディーパッカションから練習が始まった。でもそれを本番

どこで使うかわからずにゲーム感覚でやっている子どもが多かっ

た。点を線に繋ぐのが難しい子らなので、最初に流れを見せて

あげるとやりやすいと思った。

隅地：子どもと一緒にダンスを作り上げて行くというのは難しいの

だろうか。

飛永：小学校などでは、一緒に作り上げるというのはできると思う

が、施設ではミーティングでも個々の意見がバラバラで収集がつ

かなくなった。回数を重ねる事で少しづつ取り入れていけるとは

思う。

西田：先ほど母子生活支援施設Aの方が集団であることに意味が

あるとおっしゃっていたが、養育院はどうか。集団で取り組む事

で何か変わったことはあるか。

飛永：最初まとまりがなかったのが、まとまって行くのがわかった

部分がある。練習のはじめの方では意見を出して終わりで、衝突

しあっていたが、最後は違う意見を聞くという感じになっていった

と思う。

◎事例紹介-3 「こちかぜキッズダンス」の取り組み

報告者：岡崎弘（京都市三条学童保育所所長）

̶

活動について。2014年からJCDNコーディネートのもと継続してい

る。主に1－4年生の学童の子どもたちが参加している。半数以上

は母子家庭。人前で踊るとかそういうことがなかった子たち。活

動を通じて大きく変化した子が一人いた。ダンスの表現も変わっ

たし、普段の生活も。ダンスの指導力が出てきたと思う。歳が離

れていても、うっすらとチームワークが出てきた感じはしている。

このダンスは、個々の動きや発想力で踊ってもらうという形になっ

ているが、1－2年生のうちはやりたいことをやるだけで、自分たち
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に来ていいよと言ったら、本当にやって来た。静かにする約束を

して、自由に出入りしていいという形を取った。そうした流れで「劇

場へようこそ」の企画へと繋がった。この活動では劇場の周りの子

ども達しか参加できないので、その後、出前という形でダンスキャ

ラバンを取り入れるようにした。

̶

どのプログラムも、ダンスボックスが実施する国内ダンス留学

＠神戸の研修期間が終わった人に関わってもらうなど、若いダン

サーをアシスタントなどの形で派遣し、関わってもらうようにして

いる。

̶

ダンス留学をしている人が勉強しにきているということを子どもた

ちが知って、じゃあ私たちもやりたいという意見が出て、子ども

ダンス留学のプログラムが始まった。本当にやりたい子に限定し

て実施した。

̶

引きこもっている高齢者などを一気に集めて、何かダンスでした

いという形で踊るまち新長田構想が始まった。一回だけダンスの

ワークショップに行くという形は取りたくないと交渉し、障害のあ

る人や、高齢者、お母さんと赤ちゃんとのプログラムが始まった。

◎意見交換

―事例紹介から見える創造的なダンスの特徴

藤川：話を聞いて、自己肯定感だけが向上していくというだけで

なく、創造的なダンスによって集団が形成されていくことなどにつ

いても、調査の項目に入れる必要があると感じた。子どもを支援

するときにどういうことが必要なのか、そこにダンスはどう関わっ

ていくのか考えるのが面白いと思う。

沼田：感想を共有したい。母子生活支援施設Aでは活動後に振り

返りをされていた。上手に場を作っている感じがした。また、表

現をするときに、準備の段階で、どうスタッフやアーティストと話

すかが大事だと改めて感じた。やりたい人がやるという平安養育

院のスタイルもよかった。授業でダンスなどを取り入れるとどうし

ても強制力がある。いたくない人がどういう風にその場にいる意

味を見出せるのかという配慮が必要になってくるから、学校でな

い場ではそこを取っ払うことができる。こちかぜについては、子

どもが何か言ったり表出したりすることはなんらかの意味がある

のだと思う。それを丁寧にひろえる場を作れたらいいのではない

かと思った。

西田：集団で何かするといっても、今はそれぞれ個人の持つ価値

観の違いが大きい。集団の中で自分が受け入れられているという

雰囲気作りが大事で、特定の型にはまらなくていい創造的なダン

スは、それを作り出す余裕が大いにあると思う。創造的なダンス

だからこそできることについて聞いてみたい。

小川：支援学校に行っている子がいる。その子はダンスの活動に

参加できるか職員で話あった。よさこいをやってきた子らにしたら、

きちんと形にして発表したいという意思をもっている子もいて衝突

して難しいかもしれないと感じていた。創造的なダンスでは、ちょっ

とした動きもストックすることでダンスにしていくと聞いたから、ちょ

こまかした動きもその子なりの表現になるのがいいなと思ってい

る。そうしたダンスの特徴から魅力が輝く子はいっぱいいる気がす

る。それがその子どもにとっての自信になるといいなと思った。

蔵田：滋賀県で虐待などのある子どもの支援をする団体を運営し

ている。学校に行っていなくてもtiktokのアプリがあって流行って

いたり、ゲームを真似て踊るというのが流行っている。 子どもた

ちにとっていいなと思う一方で、自己肯定感の定義は何かがはっ

きりしていないと感じる。自己表現ができるようになる、関係性の

発達、集団性が育まれたなどいろんな視点があると思う。社会シ

ステムに何かの活動を組み込むためには、有用性が出ないとい

けない。成果が出るなら取り入れたいと思うもの。数値としてと

か、紅白に出ていたりとかコンテンポラリーダンスと言えばあれ、

というイメージが出てきたら広まると思う。

藤川：このプロジェクトに関わるのは2年目だが、ダンスで自己肯

定感が上がっている、こんなに良くなっているというのを、他の

人にどう伝えるかを課題にしている。そこで、今年の評価分析で

は、実践者であるナビゲーターにインタビューし、自己肯定感が

高まるとはどういうことか言葉にしてもらい、それが他の人にどう

見えるか捉えようとしている。自己肯定感の定義が定まっていな

い事について、それは非常にいい事。答えが出るというのはとて

も怖い事で、日本全国の子どもが自己肯定踊りのようなマスゲー

ムをやっている不気味な光景が広がる事になる。最終的には個々

にやっておられる方々が、その成果を周囲からも社会からも認め

NPO法人ダンスボックスでの取り組み

ダンスキャラバン
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介してもらうよう工夫している。校長先生のつてを使ったり、その

場で教員に体験してもらったり。現場の先生が必要だと感じてい

るところに行くようにしている。そうしていると口コミで広がる。施

設の側も行政の方もダンスの専門ではないので、共通言語をま

ず見つけて「ゆるゆるストレッチ」とか「ゆるゆるダンス」といった言

葉から参加してもらい、即興ダンスにしてみたり、作品にしてみよ

うかという感じで取り組んでいる。

西田：私自身、社会の色々な人に、ダンスに限らずアーティストや

創造している人ともっと出会ってほしいなと思う。創造的なものに

触れて、人が変化して行くのを見ていると、いいなという実感が

湧き、その面白さを他の人にも伝えられるようになるのでは。

神前：コーディネーターの存在は圧倒的に足りない。最近思うの

は、すそ野を広げる意味では、意義や目的を理解していただけ

れば専門性がなくてもできる事があると思う。例えば、子どもの

分野の行政職員にコーディネーターのノウハウを伝えることで、

今少数のコーディネーター一人二人がやっていることを、1000人

2000人がやれるようになる事が必要ではないかと感じている。

―今後の課題・展望

藤川：児童福祉に展開していく上で持っておきたい視点について。

コンテンポラリーダンスの場合は個性が大事で、実社会ではあり

えないような個性的表現が許されて、そしてそれが集団で行うひ

とつの作品として調和を生み出している。こんな関係は実社会、

特に日本ではおそらくない。それをワークショップなどで実体験

することで、実社会の方にフィードバックしている。ここまで自己

表現しても周囲から受け止められるしうまくやっていけるという。

この理想社会のようなものを、ワークショップとかダンスの中に

見出すところに意義があるのかなと思っている。ただ、児童福祉

に入っていく時には、子どもたちもいろいろいて、まずは周囲と

同じような事をやるのが大事だという子供もいる。例えば障がい

がある場合。事例報告にもあったが、あらかじめ見通しを示す事

が必要な場合など。対象ごとにニーズを分けて考えないといけな

い。ダンスを提供する側も、変えて行く意識が必要ではないか。

岡崎：児童福祉というイメージを、支援の世界と定義すると狭く

なってしまう。子どもたちは支援の世界の中だけでなく、一歩進

んで、一般社会の中に入っていかないといけないわけで、そこで

個性が出てくる必要がある。児童福祉とダンスをつなげる場合、

支援を要する子を対象にするだけでなく、広く対象をとることが

大切だと思う。広くすることで助成金もとりやすくなり、その資金

を指導者にも回していけるのでは。そうしてメニューを工夫して

いってはどうか。

藤川：冒頭の報告にあったように、日本中にいろんな試みがある

と思うので、それをどう情報交換の場を組織化して行くかがとて

も大事では。定期的にそれぞれの地域ごとに会合があり、それ

を公開で行ってもいいし、更にそれぞれの代表に出てきてもらっ

て情報交換するなど。

沼田：発表する際の緊張感などが、どういうふうに自分の自己肯

定につながるかという見通しを子ども自身が持つには。子ども自

身が見通せる方法はいくつかあると思う。世代を超えて行う、上

られながら実践を続けて行かれる事が大事。それぞれの考える

自己肯定感とは何かが違っていても良いと思う。

―児童福祉施設での創造的なダンスの活動発展の形

神前：現状の先駆例をどのように拡げていけるか。コーディネート

するNPOが入る以外の形はあるのか、行政はどう関わっていけ

るかについても考えたい。

隅地：障害のある人、脳性麻痺の方、身体障害の方に来てもらい、

劇場で踊ってもらうプログラムがある。参加する人たちが快適で

あるようにとか、介助をどう進めて・・ということをあまり気にせず

に実施している。セレノグラフィカに支援学校、支援学級、児童

養護施設に行ってくださいということが本当に増えた。世の中で

希望されることがアーティストとしての活動にも反映されていると

感じる。

　NPO芸術家と子どもたちのコーディネートで、東京にある児童

養護施設間同士の交流ワークショップをした。音楽家とダンサー

でワークショップを行い、子どもたちが施設を移動しながら一つ

の作品を作った。参加者の年齢差もあるのでよかった。児童養護

施設では、そこで生まれた子たちもいて、施設か学校の先生しか

知らない子もいるという話を聞いた。外の人が活動にやってくる

ことで、中の子ども同士も出会い直せる。その驚きに身体は正直。

ダンスが特にやりたいという子ばかりじゃない。その時は音楽だ

けをしたり、選択してもらった。この事例では数年前からNPOが

入り、ダンスや音楽の活動をして、そのよさが伝わっていたから

こそできた。継続されてきたことが今回の発展に繋がった。ただ、

そうした活動でも出会える子どもたちは限定される。趣旨に沿うよ

うに指導員の方が選んでいるそう。70人中の8人の子が参加した

と聞いている。

沼田：施設に派遣されるダンサーの需要と供給のバランスはどれく

らいなのか?

田中：ダンサーはダンスを使った仕事の場は求めているし勉強もし

ている。同時に、どのように生活とダンスをどう結びつけられる

かということも大事で、やはり生活の糧、仕事になるのかどうか

を気にする。

神前：2014年からJCDNで始めた「コミュニティダンス・ファシリ

テーター養成講座」には、参加者が全国から多数来られる。地域

社会に出てダンスの力を活かそうと考えているダンサーの数は増

えていると感じる。一方で現場の数が少ないと思う。あってもボ

ランティアに近いケースが多くお互いに成果を出しあえない。

田中：ダンサーだったら誰でもいいわけではなく、同業種でない

言葉の違う人たちをリスペクトして、ダンスの時間をどう共有でき

るか、コミュニケーションができる人でないと依頼しづらい。

西田：需要の問題というより、ダンサーと施設をつなぐ人（コーディ

ネーター）が必要なのではないか。そして、ダンスや芸術の良さが

施設側のスタッフに伝わったら、それを他の人たちに伝えてもら

えないと広がっていかない。もう少しダンスの良さについて認知

が上がってもいいのではと思う。ダンサーと施設などをつなげよ

うとする時、ダンスボックスでは何を大事にしているか?

田中：チラシで告知しても人の目に触れないから、口コミや人を
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の子が下の子のモデルになる、アーティストがモデルになる。子

どもたちが、コンテンポラリーダンスという世界があって、こうい

うカルチャーがあって、ということを知った上でそれを体感できる

にはどうしたらいいか?　例えば街中でフラッシュモブで出あうと

か、先ほどの情報交換のような場はそうした機会につながるので

いいなと思う。

田中：見通しについて。アーティスト自身も今やっていることがど

う作品になるかという不安を抱えながらやるのが、創造的なダン

ス=コンテンポラリーダンスの特徴の一つだと思う。その不安を抱

えた状況で大人と子どもが一緒にやっていけるかが踏ん張りどこ

ろな感じがする。みんな不安だけど、ここで冒険しようというとこ

ろにまで持って行くことができるかどうか。説明しきってしまうと、

思ってもみないところにたどり着けないのではないかと思う。

西田：つなぐという役割は行政にも何かあると思うが、ここまでの

話を聞いて考えられた事があれば。

竹内：表現を届けたり引き出したりする前に、安心・安全が保障さ

れた場づくりが必要で、その事をアーティストがどれだけ意識し

て関われるかがキー。安心・安全の場を土台にした表現があるこ

とで、自己肯定感は積みあげていけるのでは。アートの技術や

質の高さとは別の次元で必要な視点であると思う。また、そうし

た場づくりで、コーディネーターが何をしているのかは、もう少し

言葉にしていく必要がある。機会を逃さずに言葉にする人が増え

れば、つなぐ機会は増えて行くと思う。また、その上で大事なの

は社会の側のニーズをどれだけ顕在化できるか。現場は困ってい

ても、どう言葉にしたらよいかわからないケースが多い。それら

を個人個人の困りごとにとどめずに、社会全体の困りごと=社会

的ニーズとしてどう積み上げていくかについては、これからの議

論が必要だと考える。

倉谷：自己肯定感向上とか、福祉に関わるアーティストには葛藤

があるのでは。福祉系というカラーがついてしまうことを嫌う人も

いるのかなと思った。生活と芸術の距離についての沼田さんの質

問が興味深かった。僕も切り離すことに疑問を持つ方で、日常に

芸術を残したいと考えている。共生社会の取り組みを行政で行っ

てきて、施設を他の場所や人に繋げていくということを試みてい

るが、個人情報保護の観点などで難しいこともある。ただ、知ら

ない人が施設に来て何か新しいことを始めるということ自体が大

事だと最近は思っている。人なり、施設なりのレベルに合わせて

そこから始められることがあると思う。

　また、アーティストと施設をつなぐ人の必要性について。コー

ディネーターはどのアートの分野でも不足している。そもそも福祉

と文化を庁内でつなぐというのが難しい。人の命を守ることを最

前線にしていると、そこに人や予算の大半の力を使うことになる

が、それ自体は間違っていない。まず前提として、芸術をやりた

いと思う人が増えて、その時にできる状態を準備しておくことが大

事。また、西田さんが言っていたように、人それぞれ違うメニュー

があって良い。その中で創造的なダンスの良さをきちんと伝えて

いけるようになるといいのかなと思った。

竹内：その時に、わかりやすく伝えるという事の行き先を間違え

ないようにしたい。アーティストも現場もコーディネーターも、い

いものだと思いつつも答えがあるわけではないという事に気を付

けたい。何か困りごとがあって解決したい道のりがある時に、必

ずダンスが何か役立つとは思ってはいるけれども、すぐ答えにた

どり着けるわけではない。みんなで答えに向かっていくその道の

りに答えの種がある、という事を伝えていかないと、さきほどの、

自己肯定感踊りをみんなが総踊りするような世の中になってしま

う。それではいけないなと思う。

―本日のゲストから一言づつ

小川：当施設はこういう取り組みの声をかけてもらってラッキー

だった。話が回ってこない施設もある。施設長が外で活動するこ

とが多いので、声をかけてもらう機会も多いのかもしれない。活

動を実施するときに謝礼などお金を払わなければならないとなる

と講師を呼んで活動するのは難しいこともある。広報面では、やっ

てみて良かったよ、という事をもっともっと伝えていきたい。他の

施設での取り組みに広まるといいなと思う。

飛永：こんなにダンスのことを考える時間は今までなかった。ダ

ンスは体一つでできるというのが一番いいところだと思っている。

最初はできない自己表現が体一つでできるようになっていくという

のがわかりやすい。何年か活動を継続して行くことができれば、

子どもらの見通しも立つようになるのかなと思った。ひとつの達成

感をきっかけに、継続して行くことで、結果的に自己肯定感が変

化したというのがみられるといいなと思った。ただ、施設の特徴

として、子どもも退所したり、職員がいなくなったりと変化する中

で、継続するのも課題になる。来年の子どもまつりでは、ダンス

と何かという形でコラボしたものを実現したい。 

田中：現場ではともすると子どもより大人が置いてきぼりになりが

ち。教員や施設のスタッフと私たちコーディネーターやアーティス

トがコミュニケーシを取れる機会が多くはない。大人同士でこうし

て考えられる場、話し合う場を持つ事がとてもいいなと感動した。

 

4．第三回推進会議 議事録

［第三回］ テーマ「更生保護と創造的なダンスの活動」

2019年12月21日［土］

参加者：藤川信夫、伊藤駿、竹内香織、渡邉和也、岡﨑弘、

西本翔馬、岡本卓也、西田尚浩、神前沙織、小泉朝未
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かがわからない。活動内容を知ってもらい、参加してもらえる

広報を考えていく必要がある。もう一つは、少年の特性に応じ

た活動計画を立てること。ダンスは大人数でも少人数でもどち

らにも対応できると感じた。その利点を生かした活動を計画す

るとよいと思う。また、臨床心理士にも活動計画作りに参加し

てもらい、子どもたちの変化を一緒に確認してもらう事も考え

られる。

―補足・感想など

神前：今年度は特に、参加者（少年）を集める事に大変尽力してく

ださった。ダンスの活動を言葉で届ける難しさを一番感じた活動

でもあった。内容的には2年通してたいへん成果があったと感じ

ている。去年は特に、センター側の担当者から「今までの体験活

動でダンスが一番だ」という反応もあり、私たちも非常に手応え

を感じて継続した。

西田：体験活動には、ボランティアの大学生がたくさんいる。創造

的なダンスの活動では気軽に話しかけるきっかけがたくさん得られ

たという話を聞いた。臨床心理士にも活動作りに入ってもらうのは

面白いし、そういう形で進められるとより良くなりそうに思える。

◎事例紹介-2 ダンスと更生保護―検察事務官の視点から―　

報告者：高田育子（検察事務官、Kyoto Dance Exchangeメンバー）

̶

職業は検察事務官。これまで、検事と一対一で組んで事件を担

当する部署や、罰金の徴収、裁判員裁判の担当する部署などを

担当。一方、Kyoto Dance Exchange（KDE） というコミュニティ

ダンスのグループのメンバーとして活動している。KDEでは、オラ

ンダでの公演や「オドルタカラバコ」（関西のコミュニティダンスの

グループの交流と公演）、パーキンソン病やＡＬＳなど身体を動か

すことに不自由がある方とのワークショップなどを行なっている。

̶

検察の更生保護では、保護カードを交付し、支援を受けられるも

のや、入口支援として特に障害のある人など、地域生活定着支

援センターと繋げる制度などがある。ダンスと再犯防止の関係に

ついて、私個人はものすごく効果があると思っている。罪を犯す

人の中には、自己肯定感が低い人も多い。自己肯定感向上が再

ゲスト：北尾優樹／京都府警察本部 少年課 少年サポートセン

ター 相談・支援係主任

高田育子／検察事務官、Kyoto Dance Exchangeメンバー

田中幸恵／ NPO法人ダンスボックス コーディネーター

―ゲストには、2018年・2019年に当プロジェクトでダンスを実

施した京都府警察「少年サポートセンター」の担当警察官と、検察

事務官でありながらダンサーとしても活動する高田氏、第2回に

続いてダンスボックスの田中氏にご参加いただいた。

 ◎事例紹介-1 少年サポートセンターにおけるダンスの取り組み　

報告者：北尾優樹（京都府警察本部 少年課 少年サポートセンター 相

談・支援係主任）

̶

少年サポートセンターは、事件を取り扱うところと違って、虐待の

対策や子どもの相談、立ち直り支援を行う部署で、私は相談支

援係として勤務している。家庭環境が整っていない、ネグレクト、

学校でのいじめなどを受けた少年や、深夜はいかいや喫煙など

の不良行為を繰り返す少年、犯罪を犯した少年などと関わってい

る。関わる少年の中には発達・学習障害のある子も多い。サポー

トセンターでは大学生ボランティアを委嘱しており、体験活動の

サポートや少年に対する学習支援などを行ってもらっている。臨

床心理士が数名課内にいて、相談しながら活動内容や少年に応

じた支援を行っている。これまで体験活動は月1回程度土日のど

ちらかで実施。ダンスの活動では、引っ込み思案で心配していた

子も徐々にダンス活動に参加していた。

̶

今年11月には、長岡京市にある公園で野外でのダンス活動を行った。

最初はヨガのようなストレッチをして、ペアワークをした。素人目線

だが、活動を通じて感じたことは、子どもたちが笑って楽しんでくれ

ていたことが一番良かった。子ども自身が考えて取り組くむことが

でき、人と触れ合うことを喜んでいる様子も見えた。普段の家庭環

境で触れ合いが少ない子も多い。「やってみようかな」と思って参加し

てくれた。普段から身体を動かしていなくて準備運動の段階で息を

切らしていたような子も、最後まで無理なく活動に参加できていた。

̶

今後の課題として、こういったダンスがどう周知されているの

⽴ち直り⽀援活動

警察で取り扱った

◇家庭環境、学校、交友関係等に問題を抱えている少年

◇深夜はいかいや喫煙等の不良⾏為や⾮⾏のあった少年

各種体験活動への参加 ⾯接指導、学習
就学・就労⽀援

◎少年の⾮⾏を防⽌し、健全な状態への⽴ち直りを⽀援する活動

各種体験活動への参加

☆毎⽉１回程度⼟・⽇曜⽇等の休⽇に実施
☆少年サポートセンターが活動を計画・⽀援

◇少年たちと⼀緒に活動に参加し、コミュニケーションを図る

人人ととののつつななががりりやや絆絆

自自己己肯肯定定感感・・達達成成感感

ｺｺﾐﾐｭｭﾆﾆｹｹｰーｼｼｮｮﾝﾝ能能力力のの向向上上
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犯防止に役立つし、そこにダンスが関われると考えている。

̶

一般教育指導の枠組みで近畿地方の一刑務所に公務として派遣

してもらい、女子受刑者3名を対象に創造的なダンスの活動を

行った。アイディアのきっかけは、JCDN主催のコミュニティダン

ス・ファシリテーター養成スクールを受講し、イギリスでは刑務所

などでも更生の一環でダンスの活動が行われていると聞き、自

分のダンスの経験と仕事のキャリアとの接点を見つけたと感じた。

刑務所では女性の受刑者は少なく、レクリエーションは男女別に

行うため、女性がレクリエーションを受ける機会も少ない。そこ

で、刑務官の知り合いの力を借りて、公務として派遣してもらい、

ダンスの講師を担当した。ワークの内容としては、人の身体を感

じる、信頼を確かめ合うというところに重点を置いた。

̶

活動の継続に課題を感じている。また、私自身が女性であること

で、同性受刑者にしか活動を実施できない。ダンスがなぜ再犯

防止につながるのか、という具体的な説得をするのも難しい。閉

鎖的な組織なので、今回の活動は私自身が検察事務官だからこ

そ可能になった部分が大きい。外部の人が入るのはさらに難しい

だろう。現在のところ、刑務所よりも、更生教育に重点をおく少

年院の方がダンスは受け入られそうだと考えている。薬物・性犯

罪など再犯率が高い犯罪については、再犯防止プログラムが国

によって作られている。ダンスがその再犯防止プログラムに入る

ことが、自身の夢である。

◎事例紹介-3 映像ドキュメンタリー「THE ACADEMY」（イギリス）

の視聴

報告者：神前

イギリスのコミュニティダンスのカンパニー「Dance United（ダ

ンスユナイテッド）」とブラッドフォード少年犯罪対策チーム等による

ダンスのプログラム「The Academy（アカデミー）」を追ったドキュ

メンタリー。犯罪を犯した少年の更生プログラムにダンスを用い

て、どのような効果や成果があるかを関係者のインタビュー等に

よりまとめられている。少年たちは1日5時間×週5日×12週間（約3

か月）のダンスのプログラム（プロフェショナルのトレーニングをモ

デルにしたプログラム）を受け、最後に劇場で保護者や地域の人

に見守られながら、スポットライトを浴びてダンスを踊る。

この映像の中では、次のような関係者の証言が紹介されている。

̶

「今までにも犯罪者がビルの工事現場などで働いたり、チームス

ポーツに参加したり、更生のための教室に通ったり、感情をコン

トロールするコースで学んだりするのを見てきましたが、驚いた

事に、コンテンポラリーダンスで最も大きな進歩を最も短期間で

成し遂げたのです。」　　

　「彼（映像に登場する参加者のひとり）は人と関わらず、話もしま

せんでした。いろいろな選択肢の中で「ダンスをやってみたら?」

と言ったら即答で「イヤだ」と言いました。でも、やったんですね。

ダンスをすることになって、彼は肉体的に変わりました。栄養、

健康などについて関心を持ち、はっきりものを言い、話ができる

ようになり、振る舞いが変わり、自信がつきました。たった3週間

で変身したんですよ。」（ブラッドフォード少年犯罪対策チーム担当者）　

　「ここに来る若者たちは、ほとんどが自分ではっきりと選択をし

ません。受け身なのです。このダンストレーニングでは、自分で

考えて、そして実行に移す機会を与えます。選択をする前に、実

行をする前に静止する。これがアカデミーが若者たちに教える事

の一つです。何かを始める前に、一度止まると教えます。オーケ

ストラみたいに、演奏の前に静寂があります。ダンスでも全く同

じです。人生でも同じだと思います。」　　　

　「上演は彼らにとって大きなステップです。友人や家族を招き、

ほとんどの参加者にとっては、自分たちが肯定的に見られる初め

ての経験なのです。本当に重要な事は、作品の質が素晴らしい

ものであること。彼らが輝くために。」（タラジェーン・ハーバート／ダ

ンスユナイテッド アーティスティック・ディレクター）

　「この若者たちを能力あるものとして扱う事が大事です。このア

カデミーには無限の可能性があると気づきました。」（ロッド・モーガ

ン／少年司法委員会チェア）

　「芸術的な質と社会的な問題の解決は両立しない、という人がい

１ 検察の更⽣保護

○ 更⽣緊急保護
〜保護観察所

○ ⼊⼝⽀援
〜地域⽣活定着⽀援センター

など

３ ダンスと再犯防⽌
〜刑務所におけるダンスワークショップの実践〜

⑦ 今後の展望
・ 刑務所だけでなく、少年院や⻘少年サポートセンター
などでの実施
・ 保護観察所との連携
・ 再犯防⽌プログラムのひとつに
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西田：私のいる東山青少年活動センターでは就労支援でコンテン

ポラリーダンサーと一緒に活動を作っている。対象は39歳まで。

引きこもりがちな人、就労意識の薄い若者、就職しても仕事が続

かない人など。就労支援でなぜダンスなのかということをよく聞か

れた。そこで、就労支援専門のスタッフにも、活動時に様子を見

に入ってもらい、一緒に活動してもらった。創造的なダンスの活動

では、若者の表情や振る舞いが、相談場面とは全然違うことが共

有でき、プログラムに対する理解が得られるようになった。藤川さ

んの指摘した集中という側面は、ダンスにあると思う。フラットな

場所で人から受け入れてもらえる、孤立している人たちが人から

理解してもらえる、そうした環境作りができるのがダンスの特徴。

岡崎：認められていると感じられるかどうかが自己肯定感につな

がるのではないかと思う。創造的なダンスは入口としては入りに

くいが、回数を重ね参加している子どもが認められていると感じ

ることができるには、何か結果がいる。それは発表の場ではない

かと思う。誰かに見てもらう、というのが大切で、それがないと

踊っていても、なぜ踊っているのかという子どもの必然性が出て

こない。大きな場でなくても良くて、内部での発表だけでも。遊

びとダンスの違いは、個人個人の表現の出やすさだと思う。とに

かく自分以外の人が見ているということ、初めて見られる立場に

なると自信につながっていくのではないか。

田中：話を聞いていて、なるほどという気持ちと、複雑な気持ち

両方を感じた。ダンスをやるのであれば、本格的にやりたいと

いう気持ちがある。私はダンサーとしてドイツで活動していたが、

アーティストが助成金をとって、学校にアウトリーチし、本格的に

活動を行うスタイルだった。そこのスタンダードで考えると、体が

変化するくらいの創造的なダンスの活動をみっちりやりたいとい

う気持ちがある。現状では、枠組みを作るのが難しいことが多く、

回数も3回程度に限定される。その回数の中で発表の時間を無理

やり作って、それでいいこともあるけれども、ダンスに取り組む

時間自体が減ってしまう葛藤がある。

神前：現状では、経済的なこと以外にも、学校の中で実施する場

合は、カリキュラム上の問題もあり、映像の例のように回数を重

ねるワークショップを実施することが、難しいこともある。

田中：海外では個人個人の文化やアートの受け入れ方が違うと感

じた。しかし、回数に関わらず、参加者の変化や彼らの気づき

ます。私はそうは思いません。むしろお互いを高めあうものだと思

います。」（クリストファー・フレイリング／アーツカウンシル・イングランド）

◎意見交換

̶

創造的なダンスの役割、特徴

西田：ダンスがいいと思う人が、それをどう仲間に伝えて実際に

行っていけるか、前半の事例紹介では、それらについて様々な課

題を語ってもらえたと思う。訊いてみたいこと、事例紹介からヒン

トを得て考えが深まったことなど、自由に意見交換したいと思う。

渡邊：小学校では創造的なダンス用の枠組みを作ることで、活動が

実施できるようになった。そういった枠組みを作ることは難しいか?

北尾：一年に12回実施した体験活動のうち、創造的なダンスの活

動を二回実施した。サポートセンターの体験活動の位置付けは、

参加者の特性も考え居場所づくりの面もある。ダンスで楽しんで

もらえるのであれば月1回ずっと実施してもいいが、ダンスを苦手

に感じる子もいる。そうすると全ての体験活動をダンスで実施す

るのは難しい。

渡邊：体験活動に子どもたちはどんなメリットを感じている?

北尾：楽しいから行く、こんな体験してみたい、大学生のお兄さ

んお姉さんに会いたいなどがあると思う。

渡邊：学校でも自己肯定感の特に低い子にダンスをやりたいと

思ってもらうのは、入口としてとても難しい。小学校の授業でさえ

そうなら、自主的に選んで参加する活動で創造的なダンスをいき

なりやってみたいと子どもが思うのは難しいと思った。ダンスだと

言われると行かないから、サッカーの前に5分ダンスをやるなど、

ダンスに触れるきっかけを何かしら作る必要がある。

藤川：体操ぐらいの位置付けだったら人は来るかもしれない。話

を聞いていて、参加者よりも、まず場を一緒に作っていく人を協

力者として巻き込んでいくのが大事ではと思った。

　イギリスの事例映像を見て、最終的には資金を提供してくれる

人へのアピールが重要だと感じた。その中でダンスの役割として

「集中」という言葉が出ていた。集中しているときは社会的な役

割を忘れることができる。意味がないようなものに集中すること

で、良くも悪くも社会的な役割を忘れることができる。そういうこ

とが今までなかった人たちにはいいことだろうと思った。
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をできるだけ掬い取ってあげられるように努力はしている。発表

の場は、見られるのが恥ずかしくても何かをやり遂げた、という

一歩になる。

岡崎：一般論だけど、学校でテストを受けたり、あるいは舞台で

発表するなどで、評価を受けると嬉しい。けれども、想像するに

更生施設にくる子はおそらくそういう評価を受けた事はほとんどな

いのだろうと思う。小さい時から、人に見られる経験をするのは、

いいことだと思う。

竹内：イギリスの映像では、創造的なダンスを通じて選択できる

力がつくなど関わっている人たちが言葉を持っていた。ダンスと

いうものを通して、生きる力の具体的な説明に結びついている。

いいことだからやってみてください、と言ってしまう弱さが日本に

はある。創造的なダンスは入口として、なぜ、どういうところが

いいのかがなかなか言葉になっていない感触がする。全ての若

者にとってダンスがいいのか、全てのダンスが良いと言えるのか

は、分けて考えたほうがいいと思う。ダンスだったらなんでもい

いわけではないはず。低学年でもダンスと言われるとハードルが

高くなる。高学年だともっと拒否感は高まる。ダンスで子どもたち

から出てくるものとか、ダンスをやりたくないと思っていた子が、

うまく巻き込まれたときに出てくる良さがあるはずだが、そうした

ことはあまりにも言葉になっていない。京都市芸術文化協会では、

教育にアートの体験を取り入れて行くことで、居場所づくりを進め

ている。

神前：京都市では、学校以外の領域にアートの体験を取り込んで

行こうという動きは?

竹内：資源と機会があれば届けられるが……。今後、義務教育

の中でも体験活動はますます減っていく可能性が高い。というの

は、職員の働き方改革に伴い、文科省に沿わないカリキュラムに

まで学校内で実施すると、教員の負担が増えるという考えの人た

ちもいる。そうした議論の中で、義務教育以外の場所に広げて

ほしい、という意見が出る事はある。例えば、児童館、保育園、

支援施設など。ただ、これは、今まで義務教育の中で50コマ行っ

ていたうち20コマを別のところにしよう、という話。

―更生保護の現場と創造的なダンス

神前：少年サポートセンターの場合、1年やって見て「ぜひ続けてい

きたい」という話をいただき、もっと実施数を増やすことができる

と期待したが、制度上多くても一年に二回が限度だった。

北尾：見通しは立っていないが、体験活動は二ヶ月に1回という形

で更に減っていく方針。今後は、一人の少年に対して、深く関わ

れるように面接などを重点とした活動に方針が変わりつつある。

藤川：時間が細切れになるとせっかく集中し始めたところで、途

切れてしまう。ダンスを始めて集中し始めるのにはある程度のま

とまった時間が必要なのに、それと制度が噛み合わない。ダンス

だけでなくて、いろんな活動が入ってくるということもあるし、競

争で勝ち残って行かないといけないというところもある。

西田：ある程度、短期間でも集中してやることが大事では。最低

4・5回、集中できる環境を用意する。

北尾：体験活動では、楽しい時間を持ってもらうというのを大切に

している。そしたら次の活動の参加につながる。サポートセンター

が関わった子で再非行を犯した子もいないわけではない。そこま

で深く関わりを作れていないのが現状。

　ダンスを導入するのに、京都医療少年院などに接触してみては

どうかと思った。再犯防止の意味では、先進的な取り組みをして

いる。入所者は30名程度で全国から。少年審判で医療少年院へ

の入所数が年々減ってきている。かなり手厚くスタッフがつき、1

人の少年に4人のスタッフが24時間見守っていると聞いた。日本

の医療少年院はかなり、更生保護に力を入れている。医療少年

院の中のプログラムには、見たことがないものもあった。少年サ

ポートセンターもそこから学ぶものがあると思っている。そのほか

は児童自立支援施設などもダンスを導入できそうではないか。京

都だと京都府立淇陽（きよう）学校がある。

藤川：児童自立支援施設は一回行ったことがある。学校教育を受

ける半日と、作業を行う半日で結構プログラムは詰まっている印

象だった。部活みたいな位置付けで、児童自立支援施設に入る

ことはできるかもしれない。

西田：高田さんは、創造的なダンスのどの辺りが更生保護に有効

だと思いますか?

高田：子どもにかかわらず、自信を持つことができるところ。刑

務所は人が最後に行き着く場所。万引きでもよほど何回も繰り返

して裁判を何回か受けないと刑務所にはたどり着かない。動機は

色々だが、お金がないということだけではなくて、ストレス、心

に何かしら問題を抱えていると思う。自分が認められたり、自信

をもつきっかけとして、また体力的な面でも、ダンスは自己肯定

感向上に有効だと思う。更には、出所後の地域への復帰、なか

なか雇用してもらえないという課題もある。地域の側も、ダンス

を通して彼らの受け入れ態勢が取れたら素晴らしい。また、刑務

所の職員にもダンスのワークショップを体験してもらいたい。ハー

ドルは高いが、イギリスの映像のように、何回か行って最終的に

は職員さんや家族に見てもらえるように発表まで持って行きたい。

刑務所に入ってくる人は子どもも大人も、今まで生きてきた中で

褒められる経験というのが少ないので。そこまで持っていけたら、

素晴らしいと思う。

　ただダンスの力を言葉にして説得力を持たせるということがす

ごく難しい。検事の研修として、鑑別所と刑務所での研修に同行

した時に、ダンスができますよと宣伝したけど特に動かない。私

が1回実践できたのは、個人的なつながりで実現した事で、組織

としては認められていない。せっかく公務として行かせてもらった

ので、全国の検察職員がアクセスできるメルマガに投稿したが反

響もなかった。

北尾：少年サポートセンターで参加少年を募る時に、かなり苦労し

た。今は内向的な子どもが多い。ダンスでは子供が集まらない

のでは、という意見があったのでタイトルを変えたり、電話など

でこんな感じで体験ができますよと伝えた。警察の活動であるの

で「遊び」ではなく、体験活動であり、体験活動を通して、何かし

ら得るものを持ってほしい。

神前：最終的に今年度のタイトルはメニューの一つのヨガになった。

田中：ダンスを広める時にタイトルづけには苦労する。ゆるゆるダ
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ンスストレッチというタイトルで活動を実施した時は、少し体を動

かして、お茶を飲むという感じのイメージを持ってもらおうと思っ

た。その企画を継続していたら、別のコミュニティでもやってみた

いと声が上がり、新たな活動を開くことができた。ダンスの活動

は対象者との間に、協力者が必要だと感じる。担当者が変わって

しまうと、価値が引き継がれず、継続できないこともある。

―保護の対象となる前にコミュニティや学校などできること

岡本：表面的に課題がわからない、普通を装っている子たちが実

はたくさんいるが、多様にあって対応できていない現状がある。

一見すると何も課題を抱えていないように見える、という人が多

い世の中になっている。東山いきいき市民活動センターでできる

事としては、そうした興味関心が外に向いていく人と繋がれる場

所を開き、そこから悩み相談などに繋がればいいなと思っている。

社会システムの中に、私たちのセンターも入っていると思うが、

校正保護の入口として、どういうものが理想かはバラバラだと思

うので、ひとつの理想を共有できるといい。創造的なダンスの活

動で一つここまで行ったら成功、理想的な形というのは何なのか。

子どもの受け入れ先や場所が増えれば大丈夫という話でないよう

な気がする。

岡崎：JCDNの言うコンテンポラリーダンスの一番の強みは何か。

売り込むネタの一番の強みは?

神前：言葉がいらないということ。集団でもできるし、個別にもで

きるが、難しい説明なしに、コミュニケーションが取れる。

岡崎：強みを売り込む先の取捨選択も必要だろう。もっと絞り込ん

でもいいのでは。その強みを求める人を絞る必要があるのでは。

ダンスの活動の数が減ったとしても、まずどの対象に焦点を当て

るかきっちり決める、コアな部分を探すにはどうしたらいいか。

神前：学校の中でのダンスの活動は浸透してきている。それをモ

デルにしつつ、地域やまちづくり、福祉に応用して行きたいと思っ

ている。今日のテーマの更生保護は、日本の中ではほぼダンス

の活動が広がっていない分野だった。色々な制度や考え方の壁な

どがある。

渡邊：今日来て、一番思ったのは、自分は学校にしかいないから、

学校を中心になんでも考えてしまう。ただ、社会の中の様々なも

の、刑務所とか全部を一緒にして考えられたらもっと素敵だと思っ

た。子どもの周りにある多面的な環境に気づくことができた。ダ

ンスを媒介にして関係者を一堂に会すること、こういうつながり

が持てることで、もっと子どもたちに活きてくるのではないか。

神前：それぞれバックグラウンドの違う人に集まってもらい、ダン

スについての意見をもらうというのが今年度の推進会議の試み。

ダンスの関係者と話すだけでは、わからないことが見えてくると

感じている。

藤川：一堂に会して、それぞれの実践の公開の場を一つ作る。ダ

ンスの発表もあってというものが作れたら面白い。青少年の更生

は活動の核になりうるとも思った。様々な特性の人が増えている

という話があるように、障害の問題にもつながる。いろんな課題

が凝縮しているからこそ核になりうる。

西田：青少年活動センターも、課題のある青少年向けの事業展開

へとシフトしている。ただ、創造的なダンスの活動は個別対応で

はなく、集団で何かすることに意義を見出している。ひととの共

同作業の中でひとが変わって行くように思っている。一方で、個

別的な課題ばかりでなく、普通の青少年にも目を向けるにはどう

したらいいか? 

岡本：普通の子たちって、誰にも構われない。我慢できる子たち

ほど、周囲に気づかれないうちに鬱屈してしまう。そこに目を向

けるのは、保護の対象になる前にできることかもしれない。

竹内：普通や常識というのが今すごく狭くなっている世の中になり

つつある。そこにこそ創造的なダンス=コンテンポラリーダンスの

役割がある。人と人がいて空間があって身体を動かせるという状

況があれば始められるし、その時にどれだけ凸凹があっても関係

ない。むしろ、その凸凹がダンスを創りだす力になる。演劇では

言葉がないと成立しないし、音楽だとリズムや音階が分からない

と入れない。そうではなく全ての人と、今目の前にいる人と関わ

りを生み出そうとすることができる。そういう世の中の凸凹に横串

を通せるのがコンテンポラリーダンスだと思う。

西本：子どもの普通ってなんだというのを聞きながら考えていた。

学童に来るには書類がたくさん必要で、それを準備できる親御さ

んは、ある程度子どものことを考えられる人たち。本質的なネグ

レクトかというと微妙なライン。本当に考えていない親御さんは地

域にいるけれど、そういう子は学童には来れていない。学童に来

ている子の立ち位置は、ある程度、満たされつつ、でも親御さん

が仕事でほっておかれる時間もあるので、さみしさがあるくらい

の領域の子たちが多い。この子たちが普通なのかというと、そう

いうわけでもない。

伊藤：イギリスの映像を見せていただいたが、少し前のものだと

思う。イギリスもBrexitを経て今では一枚岩でなくなって、芸術

活動など全然やりにくくなっている。更生保護に有効なダンスの

説明を例えば「プログラミング」に置き変えても、どこかで話し合

われていることで、ダンスでなくてもいいよね、と言われたら通じ

る気がしてしまう。政策によって話が一気に通じる側面もあるだろ

うけれども、ダンスでなければならない理由って何なんだろうっ

て部分をやはり考えていかなければならない。

神前：JCDNの資料の中でたくさん言葉にしてきているが、まだま

だ足りていない。また相手の背景や現場を知る、相手の言葉で

話をするなど、相手をもっと知る必要があると感じている。場を

開いて行くということについては、これからもあきらめずにやって

いきたい。また、普通の子たちに対する視点というのは、とても

いい気づきになった。ジャンルやテーマ分けする事で、具体的に

話しやすくなる一方で、そこで普通に見える子がこぼれ落ちてし

まうという側面も、もっと考えなければならないと思う。

　今年は2年目で、具体的に次なる一歩を踏み出すきっかけが作

れたらと考え、テーマを決めて進行してきた。既にいろいろな課

題を感じつつも、今後それぞれの現場で頂いた意見をできるだけ

活かして行きたいと思う。相談したい事、一緒にやってみません

かという事もあると思うので、ご協力をお願いしたい。

（テキスト編集：小泉朝未）
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渡邉和也  わたなべ かずや

堺市立浜寺小学校教諭。教師11年目、体育学習を中心

に授業研究に日々励んでいる。文部科学省「児童生徒

のコミュニケーション能力の育成に資する芸術表現体験」

「子供たちの創造性やコミュニケーション能力を育むた

めのダンス体験ワークショップ」で、始めてコンテンポラリーダンスを知り、

ダンスの魅力を強く感じる。（2020年より大阪教育大学附属平野小学校勤務）

西本翔馬  にしもと しょうま

京都市 三条学童保育所 指導員。2010年から大阪赤十

字学生奉仕団で、肢体不自由児や児童養護施設の子

どもたちと関わるボランティアをしていた。2012年から

は加えて大東市青少年協会にてキャンプリーダーの活

動にも参加。2014年からは京田辺市内の小学校にて留守家庭児童会の指

導員となる。2017年から現職。

西田尚浩  にしだ なおひろ

京都市東山青少年活動センター シニアユースワーカー。

1981年入職以来、京都市の青少年行政の現場で、青少

年育成、カウンセリングの仕事に携わる。1994年、中京

青年の家で、初心者向けの演劇及び創作ダンスプログ

ラムを始めたことにより、集団創作における集中的なグループ体験が、青少

年育成に大きな役割を果たすことを確認。以後、東山青少年活動センターで、

表現活動への支援、アーティストと学校をつなぐプログラム実施、障がい者

へのダンスプログラム提供などを行う。

沼田里衣  ぬまた りい

知的障害者を含む人々を対象とした即興音楽ワーク

ショップや公演を行う傍ら、技術や価値観の差異を超

えた音楽作りについて研究を行う。2005－2017年「音

遊びの会」代表、2014年より「おとあそび工房」主宰。

共著に『障がいのある人の創作活動―実践の現場から』、『ソーシャルアー

ト：障害のある人とアートで社会を変える』等。博士（学術）。日本音楽療法

学会認定音楽療法士。大阪市立大学都市研究プラザ特任准教授。（2020

年より大阪市立大学大学院文学研究科准教授）

藤川信夫  ふじかわ のぶお

大阪大学大学院人間科学研究科・教授。「ドイツにおけ

る美的人間形成の展開－芸術活動による暴力克服の試

み」（佐藤学・今井康雄編『子どもたちの想像力を育む』東京大

学出版会、2003所収）、藤川信夫編著『教育／福祉とい

う舞台－動的ドラマトゥルギーの試み』大阪大学出版会、2014、藤川信夫

編著『人生の調律師たち－動的ドラマトゥルギーの展開』春風社、2017など

の論文・著書がある。

岡崎 弘  おかざき ひろし

京都市 三条・東和学童保育所所長（京都市学童保育所

管理委員会理事）。1972年京都市交通局入局、地下鉄

烏丸線・東西線の建設に長く携わったのち、市バス事

業に携わり運行統括の部長を務める。2010年支庁部局

異動、担当区長を務め2012年京都市を退職。退職後は社会福祉法人で施

設長・法人理事として高齢者福祉に携わり、2017年から現職。

竹内香織  たけうち かおり

（公財）京都市芸術文化協会事業課長。NPO法人京都子

どもセンターや地域子育て支援施設において「子ども」

と「芸術・文化」をつなぐ活動に従事。2015年度から現

職。京都市内の小中学校に、伝統芸能・伝統文化から

現代芸術まで様々な分野の芸術家をコーディネートする「ようこそアーティス

ト文化芸術とくべつ授業」等の事業を担当している。

内田桃子  うちだ ももこ

一般社団法人桃李教育会・代表理事／大阪大学大学院

人間科学研究科・院生。学習塾や高等学校、専門学校

といった教育機関の講師を務めるほか、民間企業で若

手社員育成にも携わる。その傍ら、大学院では芸術活

動に関するワークショップを研究テーマとし、効果測定や考察に励んでいる。

岡本卓也  おかもと たくや

2009年NPO法人きょうとNPOセンター入職。2013年よ

り、市民が主体的にまちづくりに取り組む「京都市未来

まちづくり100人委員会」の運営本部及びまちづくりの現

場におけるファシリテーションを担当。2015年より有限責

任事業組合まちしごと総合研究所に所属し、2016年より京都市東山いきいき

市民活動センターのセンター長としてローカルでのまちづくり活動に従事。

伊藤 駿  いとう しゅん

NPO法人日本教育再興連盟 理事。東日本大震災以降、

復興支援事業に従事するとともに、エビデンスに基づ

いた活動のため多くの調査を担当。専門は教育社会学、

特別支援教育。業績として「通常学校への全員就学を志

向することに伴う困難」『比較教育学研究』59, pp.2－22、『学力格差に向き

合う学校』（共著）など多数。（2020年より広島文化学園大学学芸学部講師）

推進委員プロフィール

阿比留修一  あびる しゅういち

近畿大学文芸学部芸術学科演劇芸能専攻卒業。1997年

隅地茉歩とセレノグラフィカを結成、以後ダンサーとし

てほぼ全作品に出演。動きの緩急や質感の落差を追求

した身体テクニックとダンススタイルで、多くの観客の

共感を呼んでいる。近年はカンパニー外の振付・演出作品への客演も多い。

また、セレノグラフィカとして、隅地と共に500を超える教育機関へのアウト

リーチも行っている。平成8年度大阪府芸術劇場奨励新人（平成10年まで）。

隅地茉歩  すみじ まほ

日本古典文学の研究者から転身、関西を拠点に国内外

で振付家、ダンサーとしての研鑽を積み、1997年阿比

留修一とセレノグラフィカを結成、以後代表を務める。

繊細な作品創りと緻密な身体操作が持ち味。また、多

様な解釈を誘発する作風である。近年は、公演活動にとどまらず、地域の

人々が参加する作品を多数創作する他、500を超える教育機関にアウトリー

チを行うなど、全国を駆け巡る。京都精華大学非常勤講師。
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 事務局スタッフプロフィール

小泉朝未  こいずみ あさみ

1991年大阪生まれ。大阪大学文学研究科博士後期課程

（臨床哲学）修了。博士（文学）。大阪市立大学URP先

端都市特別研究員（若手）。様々なアートや表現を通じ

て生きのびるための創作、対話、記録を実践している。

（2020年より一般社団法人HAPSにてアシスタントコーディネーター）

神前沙織  こうさき さおり

NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワー

ク（JCDN）チーフ・コーディネーター。2005年よりJCDN

にて「踊りに行くぜ!!」等の事業を担当。2009年以降、

子供から大人まであらゆる人を対象とした「コミュニティ

ダンス」の普及に関わり、教育機関や福祉施設等と連携しながら、ダンス

の持つ力を社会に活かすための企画・制作・コーディネートを各地で行う。

18年より（財）地域創造公共ホール現代ダンス活性化事業コーディネーター。

資料  NPO法人JCDNによる体験活動等の主な実施状況

◎創造的なダンスを用いた、児童青少年の自己肯定感向上プロジェクト（2018－）

「こちかぜキッズダンス2018」／児童養護施設「平安養育院」／京都府警察「少年サポートセンター」の３カ所

◎学校へのダンスアーティスト派遣コーディネート

……いずれも、内容は90分×3日間を基本として、小中学校の授業でダンスのワークショップを実施。

※特別支援学校、特別支援学級を含む  ※一部、1日のみの場合もあり

・文部科学省「次代を担う子どもの文化芸術体験事業」／文化庁「文化芸術による子供育成総合事業」〈コーディネーター実施方式〉

兵庫県豊岡市、和歌山県和歌山市、滋賀県甲賀市・大津市、大阪府堺市、沖縄県の小中学校、特別支援学校 ［計45校］

（2011年（H23）以降、現在まで）

̶

・京都府 文化を未来に伝える次世代育み事業「学校・アート・出会いプロジェクト」

［計8校］（2012年（H24）以降、現在まで）

̶

・平成24年度文部科学省「復興教育支援事業」

宮城県気仙沼市、福島県会津若松市、岩手県野田村の小･中学校［計10校］

◎東風（こちかぜ）キッズダンス─東山区発の、ダンスによる子ども育成を通した地域力創造プログラム

（2014年（H26）以降、現在まで）

京都市東山区・東山いきいき市民活動センターを拠点に、周辺地域の4歳－小学6年生の子どもを

対象としたコミュニティダンスのプロジェクト。

メインプログラムは年間を通じて計20回程度のワークショップを行う。

毎年一冊、写真集（PHOTO DOCUMENT）を発行。

◎あなたのまちに、コミュニティダンスを～コミュニティダンス公演、ワークショップ

英国でひろがったコミュニティダンスは、ダンスのアーティストが関り、教育・福祉・医療・まちづくりなど社会のさまざまな場で、“ダンスの力（創

造力・想像力・コミュニケーション力など）”を活かそうとする活動。

2008年から静岡市・京都市・鳥取市・兵庫県豊岡市・大分県別府市・岩手県大船渡市・沖縄市などの公共ホール、自治体、文化財団

などと協働し、ダンスアーティストが地域に滞在し、あらゆる世代の方 と々作品作りのワークショップを重ね、最後にホールや野外などで上

演するプロジェクトを継続的に行っている。この活動を通して、各地で子育てサポートセンターや保育園から高齢者福祉施設まで、各施

設等でダンスの体験活動を実施。
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2019年度の活動を通して、特に印象に残っている事を挙げておきたい。

　一つめは、母子生活支援施設Aにおける体験活動から。施設Aではよさこいに取り組んでいた経緯があ

り、他施設に比べて、私たちの活動目的とその意義をすぐ理解して受け入れてくださった。種類が違うとは

いえ、年1回ダンスのステージ発表を経験してきた子どもたちなので、きっと私たち（アーティストとコーディネー

ター）もすぐ親しくなれるだろう、と思っていたが、案外そうもいかなかった。思った以上に私たちとの関係

性づくりに時間を要し、その関係性も2歩進んで一歩下がる、途中で３歩下がる、また2歩進む、という感じ

で波があったように思う。私たちの信念として、けして無理を強いない、ありのままで良い、という事を貫

いたため、素の状態が出やすかったと思うが、全10回という短くない期間のワークショップの間に近づいた

り遠のいたりを波のように繰り返すのは、私自身はあまり経験した事のない体験だった。

　要因はいくつか考えられるが、活動前後の子どもの精神状態や子ども同士の普段の関係性がダンスの活

動時間にも如実に影響する、という事はあったようだ。他にも、決まった型や正解がない表現への戸惑いの

ようなものが、わかりやすく表れる子とまったく見られない（むしろ適している）子と両方いたと思う。そのよう

な波を感じながらも、いつも壁の近くからワークを始めて壁の近くで終わる二人の男の子が、最終回まで他

の誰より多く参加してくれた事に、私はこのダンスの活動の可能性を見出している。2020年度も継続する事

になり、彼らの今後の変化や成長を見るのをとても楽しみにしている。

二つめは、上述の施設Aの活動を対象に行った子どもたちの自己肯定感についての調査分析結果から。実

際のワークショップに立ち会って関係性づくりから波を感じていただけに、どんな結果になるのだろうとドキ

ドキだった。数値を見てみると、自己肯定感の尺度（指標）によって全く違う数値が現れたりはしたものの、

初回と最終回で指標ごとの数値がほぼ同じになった事は、現場で得ていた感覚をそれなりに表しているよう

に感じた（P26図2）。現場では、時には特定の子どもを追って見たり、ある印象的な事象が心に残りそれが

全体の印象につながったりもするため、こうした客観的数値は、振り返りのためにもプラスになるのではな

いか。今回新たに開発された調査方法であり、成果と課題を今後も追いかけていきたい。

三つめは、３回行った推進会議から。2019年度は「教育」「児童福祉」「更生保護」の3つの分野でそれぞれの

現場担当者からの実践事例の報告と、ダンスを各分野で取り入れていくには、というお題で意見交換を行っ

た。委員の皆さんとは前年度の委員会で、自己肯定感について、その評価について、ダンスの可能性につ

いて語り合った。委員の皆さんの中で、ダンスが常に身近にあるのはセレノグラフィカのお二人のみで、専

門分野も子どもに関わる教育、福祉、音楽、統計分析、芸術全般、まちづくりとそれぞれで、子どもの自

己肯定感向上ために行う会議であることから参集していただいた。

　各分野にダンスを取り入れるという事について、JCDNの実践例においても、これまで「教育」の分野での

取り組みは進んできたが、そのほかの分野では単発の実践が多く、支援制度もなければ、どれくらいダン

スが入っていけるのか現場のニーズを探っている段階だ。特に日本で「更生保護」におけるダンスの実践例

はゲストでお招きした高田氏の例を他に、まだ聞いた事がない。

　毎回の会議では、とにかくゲストと委員の方々からの前向きな提案に、背中を押されることが多々あっ

た。具体案もいくつか提案されたし、話し合いの中で創造的なダンスの特徴をずいぶんたくさん言葉にして

いただいた。自己肯定感の定義についても、改めて考えが深まった。また、子どもの周りにある多面的な

環境を活かし、ダンスを媒介にして関係者が一堂に会する場をつくってはどうか、といった提案も生まれた

（P59）。遠くない将来、そういったことが実現できたらと思う。

　私にとって本プロジェクトは刺激に満ちていて、未知のところに進んでいく面白さが常にある。課題も多

いが、子どもの未来を考えながら、今後も一歩一歩進んでいきたいと思う。

      NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク（JCDN）

      神前沙織
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